
米州証拠収集条約とその追加議定書について

》
鯛米
州
証
拠
収
集
条
約
と
そ
の
追
加
議
定
書
に
つ
い
て

５
わ
り
に

４
約
お
よ
び
議
定
書
の
排
他
性
の
議
論

３
州
証
拠
収
集
条
約
の
追
加
議
定
書

２
州
証
拠
収
集
条
約

１
じ
め
に

説

多
田

望
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論 説

本
稿
は

九
七
五
年
の
「
外
国
に
お
け
る
証
拠
の
収
集
に
関
す
る
米
州
条
約
］
）
（
以
下
、
米
州
証
拠
収
集
条
約
ま
た
は
条
約
）
、

お
よ
び
、
そ
の
証
拠
共
助
手
続
を
強
化
・
促
進
す
る
一
九
八
四
年
の
「
外
国
に
お
け
る
証
拠
の
収
集
に
関
す
る
米
州
条
約
の
追
加
議
定

薑
］
）
（
以
下
、
議
定
書
）
が
構
築
す
る
国
際
民
事
証
拠
共
助
満
け
シ
ス
テ
ム
と
そ
の
問
題
点
を
考
察
・
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
国
際

民
事
証
拠
共
助
条
約
と
し
て
は
、
一
九
五
四
年
の
「
民
事
訴
訟
手
続
に
関
す
る
ハ
ー
グ
条
約
」
（
以
下
、
ハ
ー
グ
民
訴
条
約
。
日
本
加

盟
）
、
そ
し
て
国
際
司
法
摩
擦
の
観
点
か
ら
も
脚
光
を
浴
び
た
一
九
七
○
年
の
「
民
事
又
は
商
事
に
関
す
る
外
国
に
お
け
る
証
拠
収
集

に
関
す
る
ハ
ー
グ
条
約
」
（
以
下
、
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
）
が
世
界
で
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
日
本
で
も
研
究
が
比
較
的
進
ん
で
い

駈
一
本
稿
は
、
ハ
ー
グ
の
両
条
約
に
お
け
る
先
行
研
究
を
参
照
し
そ
れ
と
比
較
し
つ
つ
、
世
界
に
お
け
る
既
存
の
国
際
民
事
証
拠
共
助

に
関
す
る
多
国
間
条
約
シ
ス
テ
ム
を
包
括
的
に
研
究
す
る
目
的
か
ら
、
米
州
証
拠
収
集
条
約
お
よ
び
そ
の
議
定
書
に
焦
点
を
定
め
る
も

（
５
）

，
（
６
）

の
で
あ
る
。
併
せ
て
そ
の
中
で
、
国
際
民
事
手
続
法
を
含
む
国
際
私
法
の
米
州
に
お
け
る
統
一
状
況
の
考
察
も
意
識
す
る
。

（
７
）

条
約
お
よ
び
議
定
書
は
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
国
お
よ
び
カ
リ
ブ
海
諸
国
一
二
五
カ
国
（
米
国
を
含
む
）
か
ら
な
る
米
州
機
構

（
○
局
凹
已
圃
昌
・
ロ
・
冷
し
日
の
目
・
目
の
芹
呉
の
の
．
○
し
め
）
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
で
は
、
古
く
か
ら
国

際
司
法
共
助
を
含
む
国
際
民
事
手
続
法
条
約
が
独
自
に
発
達
し
て
き
て
お
り
、
広
域
的
な
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
注
目
ざ
れ
胸
←

こ
れ
ら
の
条
約
は
大
陸
法
を
基
盤
に
成
立
し
た
と
こ
ろ
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
は
、
英
米
法
国
で
あ
る
米
国
が
条
約
の
作
成
に
積
極

的
に
参
加
を
し
て
き
て
い
る
。
一
般
に
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
を
含
む
大
陸
法
国
は
証
拠
調
べ
・
証
拠
収
集
を
公
的
行
為
と
み
て
、

１
は
じ
め
に
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米州証拠収集条約とその追加議定書について

な
お
、
米
州
機
構
の
条
約
の
中
で
国
際
民
事
証
拠
共
助
を
対
象
と
す
る
も
の
と
し
て
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
条
約
と
議
定
書
の
ほ

（
、
）

『
か
、
実
の
と
こ
ろ
、
条
約
と
同
時
期
に
作
成
さ
れ
た
一
九
七
五
年
の
「
嘱
託
書
に
関
す
る
米
州
条
約
」
（
以
下
、
嘱
託
書
条
約
）
も
あ

（
ｕ
）

る
Ｐ
た
だ
し
嘱
託
書
条
約
が
原
則
的
な
適
用
対
象
と
す
る
の
は
送
達
共
助
で
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
必
要
な
限
り
で
一
一
一
戸
及
す
る
に
留
め

条
約
は
、
米
州
機
構
の
諮
問
機
関
で
あ
る
米
州
法
律
委
員
会
（
閂
二
の
Ｈ
‐
シ
曰
の
国
・
目
］
貝
三
８
］
○
・
日
目
耳
の
①
）
が
一
九
六
五
年
に

提
案
し
た
ブ
ス
タ
マ
ン
テ
法
典
（
お
よ
び
モ
ン
テ
ビ
デ
オ
条
約
）
の
再
生
・
現
代
化
の
一
環
と
し
て
、
米
州
国
際
私
法
専
門
会
議

（
閂
日
の
円
‐
シ
曰
の
国
Ｂ
ｐ
ｍ
ｂ
の
。
巨
旨
の
ロ
○
・
日
の
円
の
ロ
◎
の
○
口
勺
国
ぐ
臼
の
閂
昌
の
目
昌
・
目
］
宮
雲
Ｏ
Ｓ
宅
）
の
第
一
回
（
Ｏ
Ｓ
宅
‐
閂
）
に
お

（
肥
）

い
て
一
九
七
五
年
に
作
成
さ
れ
た
六
条
約
（
嘱
託
書
条
約
も
含
む
）
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
一
一
○
○
七
年
一
一
一
月
現
在
、
条
約
の
当

事
国
は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
チ
リ
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
コ
ス
タ
リ
カ
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
、
グ
ア
テ

外
国
主
権
の
侵
害
を
回
避
す
る
た
め
に
外
国
裁
判
所
へ
の
嘱
託
を
原
則
と
考
え
る
の
に
対
し
て
、
英
米
法
国
は
こ
れ
を
当
事
者
間
で
行

わ
れ
る
私
的
行
為
と
み
て
裁
判
所
の
関
与
を
特
に
考
え
な
い
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
法
を
基
盤
に
し
て
作
成
さ
れ
た
厳
格
な
大
陸

法
的
共
助
シ
ス
テ
ム
に
、
よ
り
柔
軟
な
米
国
法
が
い
か
に
調
和
的
に
入
り
込
む
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
か
は
、
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。 （
９
）

る
。

２
州
証
拠
収
集
条
約
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論 説

ま
ず
、
外
国
に
お
け
る
証
拠
収
集
が
必
要
と
な
っ
た
自
国
の
裁
判
手
続
は
、
原
則
と
し
て
「
民
事
又
は
商
事
」
に
関
す
る
も
の
で
な

（
Ⅲ
）

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
一
条
柱
書
き
）
。
し
か
し
、
「
民
事
又
は
商
事
」
の
定
義
は
条
約
に
な
い
。
菫
雨
求
の
原
因
や
求
め
ら
れ
て
い
る
救
済

方
法
の
性
質
な
ど
か
ら
、
概
念
を
確
定
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
言
わ
れ
龍
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
一
五
条
に

よ
る
条
約
の
適
用
範
囲
の
拡
張
で
あ
る
。
同
条
は
、
当
事
国
が
証
拠
収
集
に
つ
き
条
約
の
適
用
範
囲
を
、
①
刑
事
亭
併
一
②
労
働
事
件
、

③
行
政
訴
訟
事
件
、
④
仲
赫
←
⑤
特
別
的
な
裁
判
肺
け
裁
判
権
に
属
す
る
そ
の
他
の
事
項
に
拡
張
す
る
こ
と
を
宣
言
で
き
る
と
定
率

チ
リ
が
こ
の
宣
言
を
行
っ
て
い
率
①
刑
事
事
件
や
③
行
政
訴
訟
事
件
へ
の
適
用
拡
大
に
つ
い
て
宣
一
言
が
特
別
に
必
要
で
あ
る
と
い
う

の
は
、
基
本
的
に
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
「
民
事
又
は
商
事
」
と
一
般
に
考
え
ら
れ
る
②
労
働
事
件
に
つ
い
て
も
宣
言
が
必
要
で
あ

（
幻
）

る
と
い
う
の
は
、
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
と
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

条
約
上
の
証
拠
共
助
の
利
用
に
あ
た
っ
て
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
嘱
託
す
る
事
項
が
条
約
の
適
用
範
囲
に
入
る
か
否
か
で
あ
る
。

嘱
託
の
対
象
事
項
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
「
民
事
又
は
商
事
」
に
関
し
て
嘱
託
国
の
「
司
法
当
局
」
が
要
請
す
る
「
外
国
に
お

け
る
」
「
証
拠
又
は
情
報
の
収
集
」
で
あ
る
と
、
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

マ
ラ
、
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
、
メ
キ
シ
コ
、
パ
ナ
マ
、
パ
ラ
グ
ア
イ
、
ペ
ル
ー
、
ウ
ル
グ
ア
イ
、
お
よ
び
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
の
一
五
カ
国
で
あ
る
。

外
国
に
お
け
る
証
拠
収
集
の
手
段
と
し
て
条
約
が
定
め
る
方
法
は
、
嘱
託
識
）
（
］
の
＃
の
Ｈ
８
ｍ
臼
。
ご
）
に
よ
る
外
国
当
局
へ
の
嘱
託

で
あ
る
。
証
拠
共
助
の
伝
統
的
な
方
法
で
あ
り
、
ハ
ー
グ
の
民
訴
条
約
八
条
以
下
や
証
拠
収
集
条
約
一
条
以
下
に
お
い
て
も
、
原
則
的

な
証
拠
収
集
方
法
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。

（
１
）
条
約
の
適
用
範
囲

ア
民
事
ま
た
は
商
事
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イ
司
法
当
局

（
狸
）

嘱
託
書
は
嘱
託
国
の
「
司
法
当
局
」
が
発
出
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
（
一
一
条
柱
書
き
）
、
こ
の
定
義
も
条
約
に
な
い
。

一
般
に
は
、
機
関
の
名
称
が
「
裁
判
所
」
と
な
っ
て
い
る
か
否
か
は
問
題
で
な
く
、
当
該
機
関
が
行
使
す
る
権
限
が
司
法
権
で
あ
れ
ば
、

司
法
当
局
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
前
述
２
（
１
）
ア
の
よ
う
に
、
一
五
条
に
よ
る
と
当
事
国
は
、
特
別
的
な
裁
判
所
か
ら

の
嘱
託
書
を
実
施
す
る
旨
を
宣
言
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
か
ら
の
嘱
託
書
の
実
施
を
拒
否
で
き
る
。
司
法
権
を
行
使
す
る
特
別
的
な
裁
判

所
の
制
度
を
当
事
国
が
設
け
て
い
る
場
合
、
そ
の
裁
判
所
か
ら
の
嘱
託
書
は
、
一
五
条
の
宣
言
が
な
い
限
り
実
施
し
な
く
て
よ
い
こ
と

（
配
）

に
な
る
。
と
す
る
と
、
条
約
の
「
司
法
当
局
」
は
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
の
そ
れ
よ
り
狭
い
と
評
価
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

ウ
証
拠
ま
た
は
情
報
の
収
集

嘱
託
書
に
よ
っ
て
嘱
託
で
き
る
行
為
は
、
「
証
拠
又
は
情
報
の
収
集
」
（
二
条
柱
書
き
）
で
あ
る
「
証
拠
の
収
集
」
お
よ
び
「
情
報

の
収
巣
］
）
の
定
義
も
、
条
約
に
は
な
い
。
た
だ
し
、
四
条
三
号
か
ら
は
証
人
尋
問
お
よ
び
鑑
定
と
い
っ
た
証
拠
調
べ
が
少
な
く
と
も
想

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
し
、
書
証
や
検
証
も
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
２
（
４
）
オ
で
後
述
す
る
九
条
か
ら
見
て
、
実
施
拒

否
は
あ
り
得
る
も
の
の
、
英
米
法
上
の
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
（
証
拠
開
示
）
も
潜
在
的
に
条
約
の
適
用
範
囲
内
で
あ
る
。
ま
た
訴
え
提
起

前
の
証
拠
保
全
も
、
九
条
の
「
裁
判
手
続
の
開
始
前
に
お
け
る
証
拠
の
収
集
」
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
潜
在
的
に
は
条
約
の
適
用
範

囲
内
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
な
お
、
嘱
託
さ
れ
た
手
続
が
受
託
国
（
名
あ
て
国
）
法
中
の
明
文
規
定
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
場
合
や
そ
の

手
続
は
実
施
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
三
条
一
号
参
照
）
、
「
証
拠
又
は
情
報
の
収
集
」
の
範
囲
に
つ
い
て
の
究
極
の
基
準
は
受
託

国
法
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

証
拠
ま
た
は
情
報
の
収
集
は
「
外
国
に
お
け
る
」
も
の
で
あ
る
が
三
条
柱
書
き
）
、
そ
の
定
義
も
条
約
に
な
い
。
ハ
ー
グ
証
拠
収

エ

外
国
に
お
け
る
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論 説

嘱
託
書
は
認
証
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
（
一
○
条
一
項
一
号
前
段
》
）
、
当
事
国
は
、
認
証
に
関
す
る
自
国
法
上
の
条
件
を
米
州
機
構
事

務
局
に
通
告
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
○
条
二
項
）
。
注
意
す
べ
き
は
、
ま
ず
、
権
限
の
あ
る
外
交
官
ま
た
は
領
事
官
に
よ
っ

て
作
成
さ
れ
て
い
れ
ば
、
嘱
託
書
は
嘱
託
国
に
お
い
て
認
証
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
二
○
条
一
項
一
号
後
段
）
。

次
に
さ
ら
に
進
ん
で
、
嘱
託
書
が
領
事
官
・
外
交
官
ま
た
は
中
央
当
局
を
通
じ
て
送
付
（
二
条
一
項
参
照
）
・
返
送
き
れ
る
場
合
、

ま
ず
、
必
ず
記
載
・
添
付
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
①
嘱
託
書
に
よ
り
求
め
る
証
拠
の
目
的
に
関
す
る
明
瞭
か
つ
正
確
な

説
明
西
条
一
号
）
、
②
嘱
託
書
の
根
拠
・
理
由
と
な
る
書
類
な
ど
の
写
し
と
証
拠
収
集
に
必
要
な
質
問
書
な
ど
（
同
二
号
）
、
③
訴
訟

当
事
者
や
証
人
な
ど
の
氏
名
・
住
所
お
よ
び
証
拠
収
集
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
情
報
（
同
三
号
）
で
あ
る
。
次
に
必
要
な
場
合
に
明
記
す

る
も
の
と
し
て
は
、
④
嘱
託
の
も
と
と
な
っ
た
事
件
の
概
要
（
同
四
号
）
、
⑤
嘱
託
国
が
求
め
る
証
拠
収
集
の
特
別
な
手
続
（
六
条
。

（
”
）

後
述
２
（
４
）
ア
参
照
）
の
説
明
（
四
条
五
号
）
、
⑥
証
拠
６
情
報
を
求
め
る
者
の
代
理
人
の
表
示
（
七
条
二
項
後
段
）
で
あ
る
。
条

約
上
こ
れ
ら
の
様
式
に
つ
い
て
特
に
定
め
は
な
く
、
こ
の
点
で
ハ
ー
グ
の
両
条
約
と
同
様
で
あ
駒
鈩
し
か
し
、
議
定
書
は
後
述
３
（
２
）

の
よ
う
に
一
定
の
様
式
の
利
用
を
義
務
づ
け
、
こ
の
点
を
改
善
し
て
い
る
。

重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら

ア
嘱
託
書
の
内
容

ま
ず
、
必
ず
記
載
・

説
明
（
四
条
一
号
）
、
〔

集
条
約
に
お
け
る
「
外
国
に
お
け
る
」
の
概
念
は
、
４
で
後
述
す
る
排
他
性
の
議
論
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
と
評
価
で
き
る
漉
一
米
州

証
拠
収
集
条
約
に
お
い
て
意
識
的
に
こ
の
よ
う
な
議
論
が
展
開
あ
る
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
２
）
嘱
託
書
の
内
容
と
作
成
言
語

嘱
託
書
に
記
載
さ
れ
る
べ
き
事
項
お
よ
び
作
成
言
語
は
、
嘱
託
国
が
実
施
し
て
欲
し
い
内
容
を
受
託
国
に
正
確
に
伝
達
す
る
た
め
に

重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
条
約
の
定
め
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

の
よ
う
に
一

イ
認
証
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嘱
託
書
は
嘱
託
国
か
ら
ど
の
よ
う
に
受
託
国
に
送
付
さ
れ
、
さ
ら
に
証
拠
・
情
報
収
集
の
実
施
の
た
め
に
受
託
国
の
管
轄
当
局
ま
で

い
か
に
し
て
転
達
さ
れ
る
か
。
条
約
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

ア
送
付
経
路

条
約
二
条
一
項
は
嘱
託
書
を
送
付
す
る
経
路
と
し
て
、
①
司
法
当
局
の
経
路
、
②
外
交
官
ま
た
は
領
事
官
の
経
路
、
③
中
央
当
局

の
経
路
の
い
ず
れ
で
も
よ
い
と
定
め
駒
←
①
司
法
当
局
の
経
路
は
、
例
え
ば
裁
判
所
間
に
よ
る
嘱
託
書
の
送
付
で
あ
る
。
②
外
交
官
・

領
事
官
の
経
路
ま
た
は
③
中
央
当
局
の
経
路
に
よ
る
と
、
嘱
託
書
の
認
証
が
不
要
と
な
る
（
一
一
一
一
条
）
と
い
う
利
点
が
あ
る
こ
と
は
、

嘱
託
書
や
そ
の
添
付
書
類
の
作
成
言
語
自
体
に
つ
い
て
は
条
約
に
定
め
が
な
い
の
で
、
嘱
託
国
は
自
国
の
公
用
語
で
そ
れ
ら
を
作
成

し
て
も
よ
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
条
約
は
嘱
託
書
な
ど
に
つ
い
て
、
受
託
国
の
公
用
語
へ
の
正
し
い
翻
訳
を
嘱
託
国
に
義

務
づ
け
て
お
り
（
一
○
条
一
項
二
号
）
、
翻
訳
に
関
す
る
自
国
法
上
の
条
件
は
各
国
に
よ
っ
て
米
州
機
構
事
務
局
に
通
告
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
一
○
条
二
項
）
。
嘱
託
書
な
ど
の
作
成
・
翻
訳
に
お
け
る
受
託
国
語
の
原
則
は
、
嘱
託
事
項
を
受
託
国
当
局
に
正
確
に

理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
ま
た
、
嘱
託
事
項
を
実
施
す
る
受
託
国
当
局
に
過
大
な
負
担
を
負
わ
せ
な
い
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
し
て
、

（
卯
）

各
種
の
証
拠
共
助
条
約
で
も
伝
統
的
に
採
用
さ
れ
て
き
て
い
る
。
た
だ
し
、
常
に
受
託
国
壷
叩
へ
の
翻
訳
が
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
は
、
嘱
託
国
ひ
い
て
は
証
拠
収
集
を
求
め
る
当
事
者
に
と
っ
て
負
担
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
嘱
託
書
の
受
託
国

（
釦
）

壷
叩
へ
の
翻
訳
が
常
に
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
条
約
の
改
善
点
の
一
つ
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

認
証
は
不
要
と
な
る
（
一
三
条
）
ｐ
認
証
の
手
続
は
非
常
に
煩
わ
し
い
も
の
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
不
要
の
場
合
を
定

（
羽
）

め
る
一
一
二
条
は
、
実
務
上
か
な
り
の
利
点
と
捉
え
ら
れ
る
て
い
る
。

め
る
一

ウ

（
３
）

三
条
は
、
実
務
上
か
な

作
成
言
語
お
よ
び
翻
訳

嘱
託
書
の
送
付
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論 説

嘱
託
書
の
あ
て
先
と
さ
れ
る
受
託
国
の
当
局
は
、
自
己
に
当
該
嘱
託
書
実
施
の
管
轄
が
な
く
、
受
託
国
の
他
の
当
局
に
管
轄
が
あ
る

と
判
断
す
る
場
合
、
そ
の
当
局
に
嘱
託
書
な
ど
を
職
権
で
移
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
三
条
二
項
）
。
ハ
ー
グ
の
民
訴
条
約
一
一
一
条

お
よ
び
証
拠
収
集
条
約
六
条
と
同
様
の
条
文
で
あ
り
、
あ
て
先
違
い
は
基
本
的
に
受
託
国
内
で
治
癒
さ
れ
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。

受
託
国
は
、
嘱
託
国
か
ら
「
付
加
的
な
方
式
又
は
特
別
の
手
続
」
に
よ
る
証
拠
収
集
の
実
施
を
求
め
ら
れ
た
場
合
、
そ
れ
を
受
け
入

れ
る
こ
と
が
で
き
る
（
六
条
本
文
）
。
特
別
な
方
式
・
手
続
と
は
、
一
般
に
受
託
国
法
に
な
い
制
度
の
こ
と
で
あ
る
が
、
例
え
ば
大
陸

嘱
託
書
の
実
施
に
関
し
て
は
一
般
に
、
受
託
国
の
便
宜
の
観
点
か
ら
伝
統
的
に
受
託
国
法
の
原
馳
が
存
在
し
、
条
約
も
、
ハ
ー
グ
の

民
訴
条
約
一
四
条
一
項
お
よ
び
証
拠
収
集
条
約
九
条
一
項
と
同
様
に
、
五
条
で
こ
の
原
則
を
採
用
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
で
受

託
国
法
に
従
っ
た
証
拠
収
集
の
結
果
で
は
嘱
託
国
裁
判
所
に
お
い
て
証
拠
と
し
て
の
価
値
が
低
減
す
る
お
そ
れ
も
あ
り
、
嘱
託
国
法
適

用
の
可
能
性
の
検
討
な
ど
、
嘱
託
国
に
お
け
る
利
用
価
値
を
い
か
に
高
め
る
か
が
条
約
作
成
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
そ
こ
で
受
託
国
法

の
原
則
を
修
正
す
る
規
定
が
置
か
れ
る
こ
と
も
多
く
、
条
約
に
も
次
の
よ
う
な
特
則
・
例
外
が
あ
る
。
な
お
、
嘱
託
書
の
実
施
に
関
し

（
妬
）

て
生
ず
る
紛
争
に
つ
い
て
は
、
受
託
国
の
裁
判
所
が
管
轄
を
有
す
る
（
一
二
条
一
項
）
。

２
（
２
）
イ
で
前
述
し
た
。
受
託
国
の
中
央
当
局
は
、
証
拠
を
求
め
る
嘱
託
書
を
受
理
し
、
そ
の
実
施
の
た
め
に
適
切
な
司
法
当
局
ま

た
は
他
の
当
局
に
そ
れ
を
転
達
す
る
権
限
を
有
す
る
（
三
条
二
項
）
。
中
央
当
局
は
、
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
で
は
そ
の
指
定
が
締

約
国
に
義
務
づ
け
ら
れ
、
原
則
的
な
経
路
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
米
州
証
拠
収
集
条
約
で
は
、
条
約
上
明
示
的
に
は
そ
の
指
定

（
鋼
）

が
当
事
国
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
こ
の
点
は
、
議
定
書
に
関
し
て
３
（
３
）
で
後
述
す
る
よ
う
に
改
善
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）
嘱
託
書
の
実
施

ア
特
別
の
方
法

イ
移
送
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も
さ
ら
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。

（
鑓
）

法
国
に
と
っ
て
は
、
英
米
法
上
の
交
互
審
尋
や
逐
語
的
記
録
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
た
だ
１
」
、
こ
れ
ら
を
行
う
こ
と
が
「
受
託
国
法
に
反

し
、
又
は
不
可
能
で
あ
る
場
合
」
は
、
受
託
国
は
嘱
託
国
か
ら
の
求
め
に
従
わ
な
く
て
よ
く
、
原
則
（
五
条
）
通
り
に
自
国
法
に
よ
っ

て
証
拠
収
集
を
実
施
す
る
（
六
条
た
だ
し
書
）
。
同
様
の
制
度
は
、
ハ
ー
グ
の
民
訴
条
約
一
四
条
一
項
お
よ
び
証
拠
収
集
条
約
九
条
に

も
あ
る
。
た
だ
、
特
別
の
方
法
に
従
わ
な
く
て
よ
い
場
合
が
広
く
認
め
ら
れ
て
し
ま
う
と
条
約
の
魅
力
が
損
な
わ
れ
る
の
で
、
ハ
ー
グ

証
拠
収
集
条
約
で
は
ハ
ー
グ
民
訴
条
約
の
文
言
を
制
限
す
る
意
図
を
も
っ
て
起
草
が
さ
れ
た
経
緯
が
あ
駒
一
同
様
の
こ
と
が
議
定
書
に

お
い
て
も
議
論
さ
れ
て
お
り
、
３
（
４
）
イ
で
後
述
す
る
。

ウ
強
制
手
段

受
託
国
は
、
自
国
法
上
の
強
制
手
段
を
、
嘱
託
さ
れ
た
証
拠
収
集
の
た
め
に
供
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
三
条
三
項
）
。
注
意
す
べ

き
は
、
条
約
で
は
強
制
手
段
の
供
与
は
、
「
で
き
る
」
と
い
う
文
言
か
ら
分
か
る
よ
う
に
受
託
国
の
裁
量
に
任
さ
れ
て
お
り
、
ハ
ー
グ

の
民
訴
条
約
二
条
一
項
お
よ
び
証
拠
収
集
条
約
一
○
条
が
こ
れ
を
義
務
と
し
て
い
る
こ
と
と
比
べ
て
効
果
が
弱
い
こ
と
で
あ
る
。
し

証
人
の
証
言
拒
絶
な
ど
、
証
拠
の
提
出
を
求
め
ら
れ
て
い
る
者
が
い
ず
れ
の
国
の
法
に
従
っ
て
証
拠
提
出
を
拒
絶
で
き
る
か
に
つ
い

て
、
ハ
ー
グ
民
訴
条
約
に
は
特
別
の
条
文
が
な
く
（
よ
っ
て
、
原
則
通
り
受
託
国
法
に
よ
る
）
、
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
に
は
二
条

が
あ
る
と
こ
ろ
、
米
州
証
拠
収
集
条
約
で
は
一
二
条
が
定
め
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
証
拠
提
出
を
求
め
ら
れ
て
い
る
者
は
、
受
託
国
法

と
嘱
託
国
法
の
い
ず
れ
の
証
拠
提
出
拒
絶
も
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
後
者
に
つ
い
て
は
、
拒
絶
に
関
す
る
法
の
内
容
が
嘱

託
書
に
明
記
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
は
受
託
国
が
嘱
託
国
に
問
い
合
わ
せ
た
場
合
に
嘱
託
国
が
そ
れ
を
受
託
国
に
示
し
た
り
し
て
確
認

が
と
れ
た
と
き
に
適
用
が
さ
れ
る
。
な
お
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
二
条
二
項
で
は
、
第
三
国
法
上
の
証
拠
提
出
拒
絶
の
適
用
可
能
性

イ
証
拠
提
出
の
拒
絶
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説
か
し
、
こ
の

エ
費
用

論
ハ
ー
グ
、

条
約
の
明
文
上
は
、
嘱
託
書
の
実
施
が
可
能
な
限
り
受
託
国
に
義
務
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
見
え
る
が
（
二
、
一
○
条
一
項
参
照
）
、

結
局
の
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
一
般
的
な
実
施
拒
否
事
由
が
存
在
す
る
。
①
嘱
託
書
の
対
象
事
項
が
、
「
民
事
又
は
商
事
」
な
ど
の
条

約
の
適
用
範
囲
に
入
っ
て
い
な
い
こ
と
（
一
条
、
二
条
一
号
参
照
）
、
②
嘱
託
書
の
記
載
内
容
や
添
付
文
書
が
条
約
の
要
件
に
合
致
し

て
い
な
い
こ
と
（
四
条
）
、
③
正
し
く
翻
訳
が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
Ｃ
○
条
一
項
二
号
）
、
④
必
要
な
場
合
に
認
証
が
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
（
一
○
条
一
項
一
号
）
、
⑤
費
用
の
支
払
い
に
関
す
る
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
（
二
条
二
号
、
七
条
）
、
そ
し
て
、
⑥
嘱

．
（
㈹
）

託
書
が
受
託
国
の
公
序
に
明
ら
か
に
反
す
る
こ
と
（
一
六
条
）
、
で
あ
る
。
．
①
～
⑤
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
。
⑥
に
関
し
て
は
、
「
主
権

又
は
安
全
」
を
害
す
る
こ
と
と
い
う
高
度
な
拒
否
事
由
を
ハ
ー
グ
の
民
訴
条
約
一
一
条
三
項
三
号
お
よ
び
証
拠
収
集
条
約
一
二
条
一
項

述
オ

ハ
ー
グ
の
民
訴
条
約
一
六
条
一
項
お
よ
び
証
拠
収
集
条
約
一
四
条
一
項
が
嘱
託
書
実
施
の
費
用
を
原
則
と
し
て
無
料
と
す
胸
汀
に
対

し
て
、
米
州
証
拠
収
集
条
約
七
条
一
項
は
、
原
則
と
し
て
証
拠
な
ど
を
求
め
る
当
事
者
の
負
担
と
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
費

用
を
負
担
す
べ
き
当
事
者
が
受
託
国
に
知
ら
さ
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
費
用
負
担
者
の
表
示
な
ど
は
２
（
２
）
ア
で

前
述
し
た
嘱
託
書
の
必
要
的
な
記
載
事
項
で
な
い
。
費
用
が
発
生
し
た
場
合
、
費
用
が
当
事
者
か
ら
支
払
わ
れ
る
ま
で
受
託
国
は
嘱
託

書
を
実
施
し
な
い
と
予
想
さ
れ
る
が
（
二
条
二
号
参
照
）
、
受
託
国
が
そ
の
裁
量
に
よ
っ
て
、
費
用
負
担
者
の
表
示
を
欠
く
嘱
託
書
を

実
施
す
る
こ
と
は
妨
げ
ら
れ
な
い
（
条
約
七
条
二
項
前
段
）
。
ま
た
、
費
用
に
関
し
て
訴
訟
上
の
救
助
の
宣
言
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の

（
羽
）

効
力
は
受
託
国
法
に
よ
る
（
七
条
三
項
）
ｐ
以
上
の
よ
う
な
当
事
者
負
担
は
当
初
よ
り
条
約
の
改
善
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
後

述
３
（
４
）
エ
に
お
け
る
よ
う
に
議
定
書
に
お
い
て
大
き
な
変
更
を
受
け
て
い
る
。

（
４
）
エ
に

実
施
拒
否

こ
の
点
は
議
定
書
に
お
い
て
改
善
さ
れ
て
お
り
、
３
（
４
）
ウ
で
後
述
す
る
。
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米州証拠収集条約とその追加議定書について

嘱
託
書
の
実
施
の
結
果
（
実
施
の
拒
否
も
含
む
）
は
、
受
託
国
か
ら
嘱
託
国
に
返
送
さ
れ
る
。
条
約
は
、
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約

（
一
三
条
一
項
）
と
異
な
り
、
返
送
に
つ
い
て
直
接
定
め
る
規
定
を
置
い
て
い
な
い
。
外
交
上
の
経
路
ま
た
は
中
央
当
局
経
路
に
よ
れ

ば
返
送
に
つ
い
て
認
証
は
必
要
な
い
と
の
定
め
が
一
三
条
に
あ
る
の
み
で
あ
る
。
議
定
書
で
は
３
（
４
）
力
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
返

送
に
関
し
て
三
条
二
項
に
規
定
が
新
設
さ
れ
て
い
る
。

キ
嘱
託
書
実
施
と
将
来
の
外
国
判
決
承
認
執
行
と
の
関
係

嘱
託
書
を
実
施
し
た
と
し
て
も
、
こ
れ
は
嘱
託
裁
判
所
の
裁
判
管
轄
権
の
承
認
や
、
当
該
裁
判
所
が
将
来
す
る
判
決
の
有
効
性
の
承

ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
一
一
三
条
に
相
当
す
る
条
文
で
あ
る
が
、
次
の
点
で
注
意
を
要
す
る
。
ま
ず
、
実
施
拒
否
は
「
で
き
る
」
と
な
っ

て
い
る
の
で
、
拒
否
は
受
託
国
の
裁
量
で
あ
る
。
次
に
、
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
で
は
宣
言
を
し
た
締
約
国
の
み
が
実
施
拒
否
を
で
き

る
の
に
対
し
て
、
米
州
証
拠
収
集
条
約
で
は
宣
言
の
必
要
な
く
実
施
拒
否
で
き
る
。
最
後
に
、
文
書
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
だ
け
で
な
く
、

（
鰹
）

「
裁
判
手
続
の
開
始
前
に
お
け
る
証
拠
の
収
集
」
も
実
施
拒
否
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
の
実
施
拒
否
に
つ
い
て
は
、

そ
の
範
囲
を
制
限
す
る
注
目
す
べ
き
改
善
が
議
定
書
に
お
い
て
さ
れ
て
い
る
の
で
、
３
（
４
）
オ
で
後
述
す
る
。

が
で
き
る
。
」

ｂ
号
が
定
め
て
い
る
の
に
比
べ
る
と
不
満
足
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
明
ら
か
に
」
の
文
言
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
相
応
の

（
剣
）

限
定
は
か
か
っ
て
い
る
と
の
評
価
も
可
能
で
あ
る
。

力
実
施
結
果
の
返
送

嘱
託
書
の
実
施
の
結
果

（
一
三
条
一
項
）
と
異
な
胸

以
上
の
よ
う
な
一
般
的
な
拒
否
事
由
の
他
に
、
九
条
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
、
⑦
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ア
リ
の
実
施
拒
否
を
定
め
る
。

「
第
二
条
第
一
号
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
名
あ
て
国
の
当
局
は
、
裁
判
手
続
の
開
始
前
に
お
け
る
証
拠
の
収
集
又
は
コ
モ
ン

ロ
ー
国
に
お
い
て
知
ら
れ
て
い
る
「
文
書
の
正
式
事
実
審
理
前
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
』
を
目
的
と
す
る
嘱
託
書
の
実
施
を
拒
否
す
る
こ
と

０
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さ
れ
た
嘱
託
国
判
決
に
つ
い
て
、

論
（
５
）
領
事
官
に
よ
る
証
拠
収
集

説
認
ま
た
は
そ
の
執
行
に
つ
い
て
の
受
託
国
の
約
束
を
意
味
し
な
い
穴
鍾
。
受
託
国
は
、
自
己
が
実
施
し
た
証
拠
収
集
に
基
づ
い
て

（
“
）

さ
れ
た
嘱
託
国
判
決
に
つ
い
て
、
そ
の
承
認
執
行
の
可
否
な
ど
を
改
め
て
自
国
法
に
従
っ
て
判
断
し
て
よ
い
。

条
約
の
当
事
国
が
証
拠
共
助
に
関
す
る
他
の
条
約
に
も
加
盟
し
て
い
る
場
合
、
い
ず
れ
の
条
約
が
優
先
的
に
適
用
さ
れ
る
か
と
い
う

条
約
間
の
適
用
関
係
が
問
題
と
な
る
。
例
え
ば
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
メ
キ
シ
コ
お
よ
び
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
の
三
カ
国
は
、
条
約
（
お
よ
び
議

定
書
）
と
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
の
双
方
に
加
盟
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
う
ち
の
一
国
が
他
の
二
国
の
い
ず
れ
か
に
証
拠
収
集
の

嘱
託
を
す
る
場
合
、
米
州
証
拠
収
集
条
約
（
お
よ
び
議
定
書
）
と
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
の
い
ず
れ
に
基
づ
く
べ
き
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
米
州
証
拠
収
集
条
約
一
四
条
一
項
は
、
条
約
が
「
当
事
国
に
よ
っ
て
す
で
に
署
名
き
れ
て
い
る
か
又
は
将
来
に
お

い
て
署
名
さ
れ
る
二
国
間
又
は
多
国
間
の
協
定
中
の
規
定
で
あ
っ
て
、
外
国
に
お
け
る
証
拠
の
収
集
を
求
め
る
嘱
託
書
に
関
す
る
も
の

を
制
限
し
」
な
い
こ
と
を
定
め
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
が
優
先
し
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
に
お
い
て
、
ハ
ー

グ
証
拠
収
集
条
約
三
一
一
条
前
段
は
、
「
こ
の
条
約
は
、
締
約
国
が
当
事
国
で
あ
り
又
は
当
事
国
と
な
る
他
の
条
約
で
あ
っ
て
こ
の
条
約

に
よ
り
規
律
さ
れ
る
事
項
に
関
す
る
規
定
を
含
む
も
の
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。
」
と
定
め
る
。
こ
れ
ら
の
条
文
は
同
趣
］
曰

り
、
議
定
書
は
３
（
５
）
で

（
６
）
他
の
条
約
と
の
関
係

条
約
は
証
拠
収
集
の
方
法
と
し
て
嘱
託
書
の
み
を
規
定
し
、
多
く
の
条
継
や
国
家
実
行
で
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
領
事
官
（
ま
た

は
外
交
官
）
に
よ
る
証
拠
収
集
に
つ
い
て
は
規
定
を
置
い
て
い
な
い
。
た
だ
し
こ
れ
は
、
領
事
官
に
よ
る
証
拠
収
集
を
禁
止
す
る
趣
旨

で
な
い
。
一
四
条
二
項
は
、
領
事
官
に
よ
る
証
拠
収
集
に
関
す
る
他
の
条
約
規
定
の
適
用
を
制
限
し
な
い
と
定
め
、
間
接
的
に
領
事
官

に
よ
る
証
拠
収
集
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
領
事
官
に
よ
る
証
拠
収
集
の
有
用
性
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
議
定
書
は
３
（
５
）
で
後
述
す
る
よ
う
に
規
定
を
置
き
、
こ
れ
を
積
極
的
に
認
め
て
い
る
。
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米州証拠収集条約とその追加議定書について

以
上
の
考
察
を
基
に
条
約
を
ハ
ー
グ
の
両
条
約
と
ご
く
大
雑
把
に
比
べ
た
場
合
、
ま
ず
ハ
ー
グ
民
訴
条
約
よ
り
は
、
証
言
拒
絶
に
関

す
る
実
施
細
則
が
詳
し
い
な
ど
の
点
で
進
ん
で
い
る
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
他
方
で
、
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
に
は
、
①

条
約
を
署
名
・
批
准
で
き
る
国
は
米
州
機
構
の
構
成
国
に
限
ら
れ
る
が
（
一
七
、
一
八
条
）
、
構
成
国
で
な
い
国
も
、
加
入
に
よ
り

条
約
の
当
事
国
と
な
る
こ
と
が
で
き
胸
）
（
一
九
条
）
・
批
准
書
な
ど
の
寄
託
先
や
宣
言
の
通
告
先
な
ど
は
米
州
機
構
事
務
局
で
あ
り

（
一
八
、
一
九
条
、
一
一
一
条
二
項
な
ど
）
、
こ
れ
ら
の
情
報
は
米
州
機
構
事
務
局
か
ら
米
州
機
構
構
成
国
お
よ
び
加
入
国
に
伝
達
さ
れ
る

（
一
一
三
条
）
。
条
約
の
発
効
日
は
、
一
一
番
目
の
批
准
書
が
寄
託
さ
れ
た
後
三
○
日
目
の
日
で
あ
り
（
一
一
○
条
一
項
）
、
こ
れ
は
一
九
七
六

（
鯛
）

年
一
月
一
六
日
で
あ
っ
た
。
条
約
の
効
力
は
無
期
限
で
あ
る
が
、
当
事
国
は
条
約
を
廃
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
一
一
一
条
前
段
）
。
な

お
連
邦
制
の
国
は
宣
言
に
よ
り
、
条
約
の
適
用
を
地
域
の
全
部
に
及
ぼ
し
て
も
一
部
の
地
域
に
制
限
し
て
も
よ
く
（
二
一
条
一
項
）
、

こ
の
宣
言
は
変
更
で
き
る
（
同
二
項
）
。

と
考
え
ら
れ
、
い
ず
れ
の
条
約
上
の
方
法
が
優
先
的
に
適
用
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
条
文
か
ら
は
必
ず
し
も
定
か
で
な
い
。
結
局
、

条
約
中
の
他
の
条
約
と
の
関
係
に
関
す
る
条
文
は
、
い
ず
れ
も
自
己
は
優
先
し
な
い
と
い
う
結
論
に
至
る
に
過
ぎ
ず
、
問
題
解
決
に
役

立
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

解
決
策
と
し
て
は
、
「
後
法
は
前
法
を
破
る
」
や
「
特
別
法
は
一
般
法
を
破
る
」
な
ど
の
一
般
原
則
に
従
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
胸
←

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
解
決
で
な
く
、
個
々
の
事
案
に
お
い
て
よ
り
制
限
的
で
な
い
ル
ー
ル
を
定
め
る
条
約
に
従
う
こ
と
が

司
法
共
助
の
促
進
の
観
点
か
ら
好
ま
し
く
、
条
約
一
四
条
一
項
は
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
妨
げ
な
い
と
の
見
解
が
有
力
に
唱
え
ら
れ
て
い

る
。（
７
）
最
終
規
定

（
仰
）（
８
）
小
括
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論 説

議
定
書
の
作
成
は
、
嘱
託
書
条
約
の
議
定
書
が
作
成
さ
れ
た
一
九
七
九
年
の
Ｏ
Ｓ
宅
‐
目
に
お
い
て
、
米
国
に
よ
っ
て
提
案
ざ
れ
輸
鈩

米
国
に
よ
る
こ
の
提
案
は
、
条
約
を
明
瞭
に
し
て
そ
の
適
用
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
こ
の
提
案
を
受
け
て
Ｏ
Ｓ
弓
，
目

は
、
条
約
の
議
定
書
作
成
の
検
討
と
準
備
を
行
う
専
門
家
の
指
名
を
事
務
局
に
指
示
す
る
た
め
に
米
州
機
構
総
会
を
招
集
す
る
決
議
を

採
択
し
た
。
こ
の
決
議
に
は
さ
ら
に
、
米
州
法
律
委
員
会
の
コ
メ
ン
ト
を
得
た
後
で
将
来
開
か
れ
る
Ｏ
Ｓ
弓
，
臼
に
議
定
書
案
を
提
出

す
る
た
め
に
、
そ
れ
を
検
討
す
る
た
め
の
専
門
家
会
合
を
招
集
す
る
こ
と
も
盛
り
込
ま
れ
崎
一
○
ｓ
石
‐
目
の
決
議
に
従
っ
て
米
国
は

「
専
門
家
グ
ル
ー
プ
」
に
よ
る
会
合
を
開
き
、
最
初
の
議
定
書
の
草
案
が
作
成
さ
れ
た
（
以
下
、
米
国
案
）
。
米
州
法
律
委
員
会
は
そ
の

後
、
米
国
案
に
あ
っ
た
領
事
官
・
外
交
官
に
よ
る
証
拠
収
集
、
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
（
受
任
者
）
に
よ
る
証
拠
収
集
、
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ

実
施
の
容
認
な
ど
の
導
入
を
削
除
し
た
草
案
を
作
成
し
、
こ
れ
が
一
九
八
四
年
の
Ｏ
Ｓ
用
，
臼
に
提
出
ざ
れ
蔵
斫
し
か
し
な
が
ら
、

Ｏ
Ｓ
□
‐
臼
に
お
い
て
最
終
的
に
採
択
さ
れ
た
議
定
書
は
、
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
に
よ
る
証
拠
収
集
が
規
定
ざ
れ
な
か
つ
齢
一
」
と
を
除
い

、
（
閲
）

て
、
米
国
案
が
ほ
ぼ
復
活
し
鯰
か
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
・
議
定
書
の
当
事
国
は
二
○
○
七
年
一
一
一
月
現
在
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
エ
ク

中
央
当
局
の
役
割
、
②
当
事
者
な
ど
の
証
拠
収
集
の
場
に
お
け
る
立
会
い
（
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
七
条
）
、
③
嘱
託
国
司
法
官
の
立

会
い
（
同
八
条
）
、
④
外
交
官
・
領
事
官
に
よ
る
証
拠
収
集
な
ど
の
点
で
物
足
り
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
次
に
、
条
約

の
問
題
点
を
改
善
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
議
定
書
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

３
米
州
証
拠
収
集
条
約
の
追
加
議
定
書
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米州証拠収集条約とその追加議定書について

ま
ず
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
議
定
書
に
加
盟
で
き
る
国
は
条
約
の
署
名
国
・
批
准
国
・
加
入
国
に
限
ら
れ
る
こ

と
で
あ
る
（
議
定
書
一
八
条
一
、
一
一
項
、
二
○
条
二
項
参
照
）
。
そ
し
て
議
定
書
の
規
定
は
、
条
約
の
規
定
を
補
完
す
る
よ
う
に
解
釈

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
議
定
書
一
七
条
）
。
な
お
、
条
約
と
議
定
書
の
双
方
に
加
盟
し
て
い
る
国
と
、
条
約
に
は
加
盟
し
て
い
る

が
議
定
書
に
は
加
盟
し
て
い
な
い
国
と
の
間
で
は
、
条
約
の
み
が
効
力
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
条
約
’

を
不
十
分
と
考
え
る
前
者
の
国
は
、
議
定
書
に
も
加
盟
し
て
い
る
国
と
の
間
で
だ
け
、
条
約
Ⅱ
議
定
書
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
共
助
を
提

（
銅
）

供
す
る
と
の
宣
一
一
戸
を
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
一
一
一
戸
わ
れ
て
い
る
。

１８

（
２
）
嘱
託
書
な
ど
の
様
式
の
義
務
づ
け

０

議
定
書
は
、
嘱
託
書
自
体
の
様
式
で
あ
る
様
式
Ａ
、
そ
し
て
嘱
託
書
の
実
施
の
証
明
書
で
あ
る
様
式
Ｂ
を
議
定
書
の
付
録
と
し

鵬
１

掲
げ
、
こ
の
一
一
つ
の
様
式
の
利
用
を
当
事
国
に
義
務
づ
け
る
（
議
定
書
二
条
一
項
）
、
こ
れ
に
よ
り
？
嘱
託
書
の
標
準
化
が
な
さ
れ
、
群

（
印
）

本

共
助
シ
ス
テ
ム
の
利
用
が
容
易
と
な
る
。
こ
れ
ら
に
さ
ら
に
、
条
約
四
条
に
定
め
る
尋
問
書
な
ど
の
書
類
が
添
付
さ
れ
、
受
託
国
に

㈱

付
さ
れ
る
。
な
お
、
嘱
託
書
の
作
成
言
語
に
関
し
て
、
複
数
公
用
語
国
の
場
合
は
い
ず
れ
か
の
公
用
語
を
指
定
す
る
宣
言
を
行
う
な
１ 市

（
鍋
）

ア
瞳
ｒ
ル
、
メ
キ
シ
コ
、
お
よ
び
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
の
四
カ
国
で
あ
る
。

議
定
書
は
条
約
の
証
拠
収
集
シ
ス
テ
ム
を
基
盤
と
し
て
そ
れ
に
大
が
か
り
な
修
正
を
施
す
も
の
で
あ
り
、
条
約
と
連
動
し
て
稼
働
す

る
。
議
定
書
の
み
で
独
立
に
は
、
証
拠
収
集
シ
ス
テ
ム
は
提
供
き
れ
な
い
６
議
定
書
で
も
、
「
民
事
又
は
商
事
」
な
ど
の
適
用
範
脇
や

嘱
託
書
に
よ
る
証
拠
収
集
シ
ス
テ
ム
の
骨
格
部
分
、
ま
た
最
終
規
定
な
ど
は
条
約
の
も
の
が
基
本
的
に
維
持
さ
れ
て
い
る
。
な
お
各
国

は
、
署
名
・
批
准
・
加
入
の
時
に
、
議
定
書
の
特
定
の
規
定
ご
と
に
留
保
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
議
定
書
一
九
条
）
。
新
設
さ
れ
た

外
交
官
・
領
事
官
に
よ
る
証
拠
収
集
に
関
し
て
は
、
３
（
５
）
エ
で
後
述
す
る
よ
う
に
留
保
を
す
る
国
が
あ
る
。

（
１
）
条
約
と
の
関
係



論

説
の
特
則
が
議
定
書
二
条
二
項
に
定
め
ら
れ
、
条
約
シ
ス
テ
ム
の
明
確
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。

ア
弁
護
士
の
立
会
い
の
新
設

条
約
に
は
、
証
拠
収
集
へ
の
当
事
者
な
ど
の
立
会
い
を
認
め
る
規
定
が
な
か
っ
た
と
こ
苑
←
議
定
書
五
条
は
、
嘱
託
国
が
証
拠
収
集

実
施
の
日
時
お
よ
び
場
所
の
通
知
を
求
め
た
場
合
、
受
託
国
は
そ
れ
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
そ
の
場
に
当
事
者
の
弁
護
士
な
ど

議
定
書
は
、
条
約
に
お
い
て
嘱
託
書
の
実
施
に
関
し
て
不
十
分
と
考
え
ら
れ
て
い
た
点
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
改
善
を
施

し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
文
書
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
実
施
拒
否
の
制
限
は
、
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
評
価
さ
れ
る

（３）中央当局の義務的指定（印）
中
央
当
局
の
指
定
は
、
２
（
３
）
ア
で
前
述
し
た
よ
う
に
条
約
上
は
必
ず
し
も
義
務
で
な
い
と
い
わ
れ
る
が
、
議
定
書
は
こ
れ
を
当

事
国
の
義
務
と
し
て
明
定
す
る
（
議
定
書
一
条
一
項
）
。
そ
し
て
、
指
定
し
た
中
央
当
局
の
名
称
や
所
在
地
の
情
報
を
、
当
事
国
は
米

州
機
構
事
務
局
に
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
項
）
。
な
お
嘱
託
書
議
定
書
の
当
事
国
は
、
同
一
の
中
央
当
局
を
指
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
同
二
項
）
。
中
央
当
局
経
路
に
関
し
て
注
意
す
べ
き
は
、
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
と
異
な
り
、
議
定
書
で
は
嘱
託
書
の

送
付
が
嘱
託
国
の
中
央
当
局
か
ら
受
託
国
の
中
央
当
局
に
さ
れ
る
こ
と
が
想
定
き
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
議
定
書
三
条
一
項
参
照
）
。

な
お
、
中
央
当
局
経
路
よ
る
嘱
託
書
に
は
、
条
約
一
三
条
に
よ
り
認
証
が
不
要
と
な
る
こ
と
は
、
２
（
２
）
イ
で
前
述
し
た
通
り
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
送
付
さ
れ
た
嘱
託
書
は
、
受
託
国
に
お
け
る
実
施
の
た
め
に
、
受
託
国
の
「
適
切
な
司
法
当
局
又
は
そ
の
他
の

釦
）

裁
判
当
局
」
に
転
達
さ
れ
る
（
議
定
書
三
条
一
項
）
。
注
意
す
べ
き
は
、
条
約
に
関
し
て
２
（
３
）
ア
で
前
述
し
た
司
法
当
局
の
経
路

や
外
交
官
・
領
事
官
の
経
路
は
、
議
定
書
で
も
中
央
当
局
経
路
と
同
格
的
に
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
文
》

こ
と
も
あ
り
、
注
目
さ
れ
る
。

（
４
）
実
施
規
則
の
改
善
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前
述
２
（
４
）
ウ
の
よ
う
に
、
条
約
三
条
三
項
に
お
け
る
強
制
手
段
の
供
与
は
受
託
国
の
裁
量
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
議
定
書
四
条

は
こ
れ
を
補
強
し
、
受
託
国
法
上
の
強
制
手
段
の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
は
こ
れ
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
強
制
手
段
の

供
与
を
受
託
国
に
義
務
づ
け
た
。
条
約
の
不
十
分
な
点
の
一
つ
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
一
○
条

並
み
に
な
っ
た
と
言
え
る
。

が
立
ち
会
え
る
こ
と
を
認
め
る
規
定
を
新
設
し
た
。
こ
れ
は
、
ハ
ー
グ
民
訴
条
約
二
条
お
よ
び
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
七
条
に
相
当

す
る
条
文
で
あ
る
が
、
立
ち
会
え
る
の
が
当
事
者
で
な
く
そ
の
弁
護
士
な
ど
で
あ
る
点
、
ま
た
、
立
会
者
が
ど
の
程
度
証
拠
収
集
に
関

与
で
き
る
か
は
受
託
国
法
に
よ
る
こ
と
が
明
定
さ
れ
て
い
る
点
（
ハ
ー
グ
の
両
条
約
で
も
解
釈
上
同
じ
結
論
に
な
る
と
思
わ
れ
る
鯨
一

で
異
な
る
。
後
者
の
点
に
関
し
て
は
、
弁
護
士
に
よ
る
証
人
へ
の
直
接
質
問
や
交
互
審
尋
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
米
国
実
務
家
に
と
っ

て
の
大
き
な
期
待
で
あ
っ
た
。
し
か
－
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
が
基
本
的
に
大
陸
法
に
属
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

こ
の
期
待
の
達
成
は
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

イ
特
別
の
方
法
に
従
わ
な
く
て
よ
い
場
合
の
限
定

特
別
の
方
法
に
従
わ
な
く
て
も
よ
い
場
合
と
し
て
条
約
六
条
が
定
め
る
「
そ
の
手
続
又
は
方
式
の
遵
守
が
受
託
国
法
に
反
し
、
又
は

不
可
能
で
あ
る
場
合
」
を
よ
り
限
定
す
る
意
図
の
も
と
、
議
定
書
一
五
条
は
、
「
受
託
国
が
そ
の
手
続
に
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、

（
“
）

又
は
受
託
国
の
基
本
的
な
法
原
則
若
し
く
は
強
行
規
定
と
相
容
れ
な
い
場
合
」
を
、
拒
絶
で
き
る
場
合
に
し
た
。
特
別
の
方
法
の
遵
守

（
閉
）

を
義
務
づ
け
る
試
み
の
表
れ
と
い
え
る
。
し
か
し
こ
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
本
当
に
議
定
書
一
五
条
が
条
約
六
条
に
取
っ
て
代
わ
る
か

ど
う
か
明
確
で
な
い
と
す
る
見
解
も
出
さ
れ
て
い
胸
缶
そ
し
て
、
議
定
書
の
解
釈
指
針
を
定
め
る
前
述
３
（
１
）
の
一
七
条
を
参
照
し

（
師
）

つ
つ
、
議
定
書
一
五
条
が
条
約
六
条
に
代
わ
っ
て
適
用
さ
れ
る
旨
の
宣
一
一
戸
が
さ
れ
る
べ
き
と
推
奨
さ
れ
て
い
る
。

つ
、
議
定
書
一
五
条
が
条
約
六

ウ
“
強
制
手
段
の
義
務
的
供
与
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工
費
用
に
関
す
る
大
幅
な
改
善

議
定
書
六
～
八
条
は
、
嘱
託
書
議
定
書
に
な
ら
っ
て
、
費
用
に
関
し
て
大
幅
な
修
正
を
施
し
て
い
る
。
ま
ず
議
定
書
六
条
一
項
前
段

は
、
条
約
七
条
一
項
が
前
述
２
（
４
）
エ
の
よ
う
に
嘱
託
書
実
施
の
費
用
を
原
則
と
し
て
証
拠
な
ど
を
求
め
る
当
事
者
の
負
担
と
す
る

の
に
対
し
て
、
こ
れ
を
改
善
し
て
原
則
無
料
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
受
託
国
は
、
実
施
に
係
る
費
用
を
当
事
者
が
直
接
に
支
払
う
べ

き
こ
と
を
自
国
法
が
定
め
る
場
合
は
、
当
該
当
事
者
に
支
払
い
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
後
段
）
。
複
写
料
金
、
鑑
定
人
費
用

な
ど
が
こ
れ
に
該
当
す
る
と
い
わ
れ
髄
←
そ
し
て
、
こ
の
支
払
い
の
確
保
の
た
め
に
、
証
拠
・
情
報
を
求
め
る
当
事
者
は
、
①
費
用
の

支
払
者
を
嘱
託
書
に
示
す
か
、
②
次
に
説
明
す
る
一
定
額
が
記
入
さ
れ
た
小
切
手
を
嘱
託
書
に
添
付
す
る
か
、
ま
た
は
、
③
こ
の
一
定

額
の
金
銭
が
そ
の
他
の
手
段
に
よ
っ
て
受
託
国
の
中
央
当
局
に
対
し
て
送
金
さ
れ
た
旨
を
証
す
る
書
類
を
嘱
託
書
に
添
付
す
る
か
、
そ

の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
て
実
行
す
る
（
六
条
二
項
）
。

こ
こ
で
、
議
定
書
が
導
入
し
た
重
要
な
制
度
で
あ
る
、
当
事
国
に
よ
る
費
用
表
の
提
出
と
一
定
額
の
表
示
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
当

事
国
は
七
条
一
項
に
よ
り
、
複
写
や
鑑
定
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
適
正
な
料
金
お
よ
び
費
用
の
明
細
を
示
す
表
を
米
州
機
構
事
務

局
へ
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
事
国
は
さ
ら
に
、
サ
ー
ビ
ス
の
数
や
種
類
・
性
質
に
関
わ
り
な
く
、
相
当
と
認
め
る
一
定
の
金

額
（
示
せ
る
金
額
は
一
つ
の
み
）
を
こ
の
表
に
お
い
て
明
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
事
者
は
、
こ
の
表
や
一
定
額
の
表
示
を
参
照

す
る
こ
と
に
よ
り
費
用
に
つ
い
て
明
確
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
当
事
者
が
上
記
②
お
よ
び
③
の
支
払
い
方
法
を
選

択
し
た
場
合
に
、
実
際
に
か
か
っ
た
サ
ー
ビ
ス
の
料
金
が
こ
の
一
定
額
を
超
え
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
受
託
国
は
こ
れ
を
理
由
に
嘱
託

書
の
実
施
を
遅
延
さ
せ
た
り
、
拒
否
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
（
議
定
書
六
条
三
項
前
段
）
。
料
金
が
一
定
額
を
超
え
る
場
合
は
、
受

託
国
は
、
実
施
済
み
の
嘱
託
書
を
返
送
す
る
際
に
当
該
当
事
者
に
対
し
て
超
過
額
の
支
払
い
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
後
段
）
。

さ
ら
に
当
事
国
は
、
相
互
の
保
証
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
事
者
に
対
し
て
嘱
託
書
の
実
施
に
か
か
る
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
料
金
を
請
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ａ
裁
判
手
続
が
開
始
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ｂ
文
書
が
日
時
、
内
容
又
は
そ
の
他
の
適
切
な
情
報
に
よ
っ
て
相
当
に
特
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

Ｇ
求
め
ら
れ
て
い
る
文
書
が
、
文
書
を
求
め
ら
れ
て
い
る
者
に
よ
っ
て
所
持
、
支
配
若
し
く
は
管
理
さ
れ
て
い
る
か
若
し
く
は
さ

れ
て
い
た
こ
と
又
は
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
、
文
書
を
求
め
て
い
る
当
事
者
が
合
理
的
に
信
ず
る
理
由
と
な
っ
た
事
実
及
び
事
情
を
嘱

託
書
が
明
確
に
定
め
て
い
る
こ
と
。
」

そ
し
て
同
二
項
は
、
文
書
を
求
め
ら
れ
て
い
る
者
が
そ
の
所
持
、
支
配
も
し
く
は
管
理
に
つ
い
て
適
切
な
場
合
に
は
否
認
し
、
ま
た
、

条
約
の
規
則
に
従
っ
て
、
文
書
の
閲
覧
・
写
し
の
交
付
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
る
。
さ
ら
に
、
当
事
国
は
、
証
拠
と

事
件
と
の
間
の
関
連
性
が
嘱
託
書
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
り
、
文
書
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
を
求
め
る
嘱
託
書
を
実
施

う
に
定
め
る
。

求
し
な
い
こ
と
を
宣
言
で
き
る
（
議
定
書
八
愛
。
ま
た
、
七
条
に
よ
り
明
記
し
た
一
定
額
か
別
に
定
め
る
固
定
額
を
サ
ー
ビ
ス
の
費

用
額
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
も
、
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
条
）
。

オ
文
書
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
の
実
施
拒
否
の
制
限

文
書
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
の
実
施
拒
否
を
定
め
る
条
約
九
条
は
、
議
定
書
の
起
草
者
た
ち
が
問
題
視
す
る
条
項
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
議

定
書
の
起
草
者
は
、
一
定
の
要
件
が
満
た
さ
れ
れ
ば
文
書
の
閲
覧
と
複
写
を
認
め
る
条
項
を
議
定
書
に
入
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、

Ｏ
Ｓ
弓
‐
臼
の
代
表
者
に
提
案
し
た
。
こ
の
要
件
は
議
定
書
一
六
条
に
結
実
し
た
が
、
そ
れ
が
表
す
の
は
、
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
に
つ
い

（
、
）

て
の
よ
り
開
放
的
な
米
国
の
見
解
と
、
「
証
拠
漁
り
」
に
抵
抗
す
る
大
陸
法
国
の
見
解
と
の
間
の
妥
協
で
あ
る
。
同
条
一
項
は
次
の
よ

実
施
す
る
。

「
こ
の
議
定
書
の
当
事
国
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
は
、
文
書
の
閲
覧
及
び
写
し
の
交
付
を
求
め
る
嘱
託
書
を
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条
約
に
は
、
実
施
結
果
の
返
送
に
つ
い
て
特
に
定
め
は
な
か
っ
た
が
、
議
定
書
は
次
の
よ
う
な
規
定
を
置
く
。
ま
ず
、
嘱
託
書
は
、

そ
の
実
施
の
た
め
に
そ
れ
を
受
け
取
っ
た
受
託
国
の
当
局
に
よ
り
、
実
施
の
結
果
ま
た
は
不
実
施
の
理
由
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
上
で
、

関
連
書
類
と
と
も
に
自
国
の
中
央
当
局
に
送
ら
れ
る
。
こ
の
中
央
当
局
は
、
実
施
結
果
な
ど
を
嘱
託
国
の
中
央
当
局
に
証
明
す
る
様
式

Ｂ
（
認
証
を
要
し
な
い
）
と
と
も
に
、
嘱
託
書
（
様
式
Ａ
）
・
添
付
書
類
を
嘱
託
国
の
中
央
当
局
に
返
送
す
る
（
三
条
二
項
）
。

（
５
）
外
交
官
・
領
事
官
に
よ
る
証
拠
収
集
の
新
設

条
約
の
定
め
る
証
拠
収
集
の
方
法
は
嘱
託
書
の
み
で
あ
っ
た
が
、
議
定
書
は
嘱
託
書
に
加
え
て
、
外
交
官
ま
た
は
領
事
官
に
よ
る
証論）、

拠
収
集
の
方
法
を
認
め
る
規
定
を
置
く
（
議
定
書
九
～
一
三
条
）
。
主
た
る
証
拠
収
集
方
法
は
依
然
、
嘱
託
書
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
力

考
え
ら
れ
、
ハ
ー
グ
証
拠
収
集

已

力
実
施
結
果
返
送
の
手
順

す
る
こ
と
を
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
六
条
一
一
一
項
）
。
こ
の
宣
一
一
一
一
口
は
、
メ
キ
シ
コ
お
よ
び
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
に
よ
っ
て
き
れ
て
い
駈
産

ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
に
お
い
て
は
宣
言
が
あ
れ
ば
文
言
上
は
全
面
的
に
実
施
拒
否
さ
れ
る
文
書
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
で
あ
る
が
、
議

定
書
で
は
一
六
条
一
、
二
項
に
よ
り
、
実
施
拒
否
さ
れ
る
の
は
基
本
的
に
不
特
定
の
も
の
に
限
ら
れ
る
。
こ
の
条
文
は
、
ハ
ー
グ
証
拠

収
集
条
約
一
一
三
条
に
関
し
て
、
対
象
が
特
定
さ
れ
て
い
な
い
要
請
書
に
つ
い
て
の
み
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
の
実
施
を
拒
否
す
る
と
い
う
イ

（
ね
）

ギ
リ
ス
の
制
限
的
な
宣
一
一
旨
を
想
起
さ
せ
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
一
九
八
五
年
の
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
特
別
委
員
会
で
は
、
ハ
ー
グ
条
約

一
一
三
条
の
宣
言
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
宣
言
か
米
州
証
拠
収
集
条
約
一
六
条
に
な
ら
っ
て
制
限
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
が
有
力
に
主
張
さ

（
渦
）
，

れ
た
。
一
一
ハ
条
に
関
す
る
部
分
は
、
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
と
比
べ
て
議
定
書
の
方
が
進
歩
性
を
有
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

条
約
に
よ
る
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
実
施
に
最
も
関
心
を
有
す
る
米
国
に
と
っ
て
は
、
こ
の
点
は
条
約
加
盟
に
向
け
て
の
魅
力
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
米
国
訴
訟
当
事
者
が
望
む
す
べ
て
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
米
国
に
よ
っ
て
達
成
可
能
な
最
大
の
こ
と
を
実
現
し
て
い
る
と

（
渦
）

考
え
ら
れ
、
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
を
改
善
し
て
い
る
部
分
と
し
て
好
意
的
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
点
と
い
え
よ
う
。
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外
交
官
・
領
事
官
に
よ
る
証
拠
収
集
に
関
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
細
則
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
重
要
な
の
は
強
制
手
段
で
あ
る

が
、
外
交
官
・
領
事
官
自
身
は
強
制
手
段
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
議
定
書
九
条
一
項
た
だ
し
書
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
外
交
官
・（
”
）

領
事
官
は
、
接
受
国
の
法
が
定
め
る
適
切
な
強
制
手
段
の
行
使
を
こ
の
当
事
国
の
当
局
（
多
く
は
裁
判
所
）
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
議
定
書
二
条
は
、
こ
の
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
、
こ
の
当
局
は
自
国
法
上
の
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、

（
ね
）

強
制
手
段
を
用
い
「
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
る
。
次
に
、
証
拠
収
集
は
、
そ
の
手
続
を
明
文
で
禁
止
す
る
受
託
国
の
法
規
定
に

（
ね
）

反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
（
条
約
二
条
一
号
参
照
）
、
嘱
託
国
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
（
議
定
書
一
一
一
条
一
項
前
段
）
。
メ
キ
シ
コ
な

ど
で
は
弁
護
士
で
な
く
外
交
官
・
領
事
官
が
証
人
に
質
問
を
発
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、
弁
護
士
に
よ
る
直
接
質
問
や
交
互
審
尋
が
日
常

〈
即
）

で
あ
る
米
国
弁
護
士
に
と
っ
て
は
、
従
来
、
実
務
上
戸
惑
う
こ
と
の
多
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
弁
護
士
に
よ
る
直
接
質
問
や
交
互
審

尋
を
「
明
文
で
禁
止
す
る
」
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
が
ど
れ
だ
け
あ
る
か
に
依
拠
す
る
が
、
原
則
的
に
嘱
託
国
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
は
γ
米
国
実
務
家
に
と
っ
て
は
期
待
が
持
て
る
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
証
言
拒
絶
に
つ
い
て
は
条
約
一
二
条
の
適
用
が
あ
る

（
議
定
書
一
二
条
一
項
後
段
）
。
証
拠
・
情
報
の
収
集
の
対
象
者
は
、
弁
護
士
や
通
訳
、
そ
し
て
自
己
が
信
頼
す
る
者
の
補
助
を
得
る
こ

と
が
で
き
る
（
一
二
条
二
項
）
。

イ
派
遣
国
国
民
以
外
の
者
か
ら
の
証
拠
収
集

上
記
は
、
外
交
官
・
領
事
官
が
自
己
の
派
遣
国
の
国
民
以
外
の
者
か
ら
証
拠
を
収
集
す
る
場
合
、
一
定
の
制
限
を
受
け
る
可
能
性
が

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
事
国
に
よ
る
そ
の
旨
の
宣
言
が
必
要
で
あ
る
が
（
議
定
書
一
○
条
二
項
）
、
当
事
国
は
、
一
二
条
の
規
定
に
従

う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
外
交
官
・
領
事
官
の
権
限
を
特
定
の
事
項
に
制
限
し
、
か
つ
証
拠
・
情
報
の
収
集
に
関
す
る
日
時
や
場
所
な

こ
の
方
法
の
多
様
化
に
よ
り
、
当
事
者
の
選
択
の
幅
が
増
し
柔
軟
性
が
生
ま
れ
駒
←

ア
実
施
細
則
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以
上
の
よ
う
に
議
定
書
は
、
嘱
託
書
に
よ
る
証
拠
収
集
に
関
し
て
、
①
様
式
の
義
務
的
使
用
、
②
中
央
当
局
の
義
務
的
設
置
、
③
認

証
・
翻
訳
・
費
用
な
ど
の
簡
素
化
、
④
文
書
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
の
実
施
拒
否
の
制
限
を
は
じ
め
と
し
て
大
幅
な
改
善
を
施
し
た
ほ
か
、

⑤
外
交
官
・
領
事
官
に
よ
る
証
拠
収
集
を
新
設
し
た
。
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
と
比
べ
る
と
、
そ
の
進
歩
的
な
証
拠
共
助
レ
ベ
ル
ま
で

外
交
官
・
領
事
官
に
よ
る
証
拠
収
集
に
対
し
て
は
、
留
保
に
よ
り
こ
れ
を
排
除
を
す
る
国
が
あ
る
。
当
事
国
と
し
て
は
、
自
国
国
内

法
の
文
一
一
一
戸
と
相
容
れ
な
い
こ
と
を
理
由
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
が
議
定
書
五
章
（
九
～
一
三
条
）
の
す
べ
て
を
留
保
し
、
同
国
で
ば
外
交
官
・

領
事
官
に
よ
る
証
拠
収
集
は
で
き
な
い
。
ま
だ
署
名
の
段
階
に
と
ど
ま
る
が
、
ブ
ラ
ジ
ル
も
五
章
（
九
～
一
三
条
）
の
す
べ
て
を
留
保

し
、
ま
た
チ
リ
が
外
交
官
・
領
事
官
に
よ
る
証
拠
収
集
自
体
は
留
保
し
な
い
が
、
嘱
託
国
法
の
適
用
な
ど
を
原
則
と
す
る
議
定
書
二

～
一
三
条
に
つ
い
て
、
同
国
の
立
法
に
反
す
る
こ
と
を
理
由
に
留
保
を
し
て
い
る
。

し
、
一

～
二

（
６
）

（
皿
）

ど
の
条
件
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
九
条
一
一
項
、
一
○
条
一
項
）
。
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
ｊ
も
、
対
象
者
が
派
遣
国
国
民
か
否
か
で

取
扱
い
の
差
を
設
け
る
が
（
同
条
約
一
六
条
一
項
）
、
そ
れ
は
事
前
に
接
受
国
の
許
可
が
必
要
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
米
州

証
拠
収
集
条
約
は
こ
れ
よ
り
は
緩
や
か
で
あ
る
と
い
え
る

ウ
嘱
託
書
に
よ
る
方
法
と
の
関
係

最
後
に
、
証
拠
収
集
の
対
象
と
な
る
者
が
証
拠
収
集
に
任
意
に
応
ず
る
こ
と
を
拒
否
し
、
か
つ
、
接
受
国
か
ら
強
制
力
の
供
与
も
得

ら
れ
な
か
っ
た
た
め
に
外
交
官
・
領
事
官
に
よ
る
証
拠
・
情
報
の
収
集
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
同
一
の
証
拠
・
情
報
の
収
集
を
議
定

書
に
従
っ
て
嘱
託
書
に
よ
り
改
め
て
嘱
託
す
る
こ
と
は
何
ら
妨
げ
ら
れ
な
い
（
議
定
書
一
三
条
）
。
こ
れ
は
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
一
一

一
一
条
と
同
旨
で
あ
る
。

エ
留
保

小
括
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（
１
）
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
の
排
他
性
の
議
論

排
他
性
は
、
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
に
関
し
て
、
国
際
司
法
摩
擦
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
華
々
し
さ
で
も
っ
て
議
論
ざ
れ
燭
一
一
九
八

七
年
に
お
け
る
米
国
連
邦
最
高
裁
判
所
の
ア
エ
ロ
ス
パ
シ
ア
ー
ル
判
決
は
同
条
約
の
排
他
性
を
否
定
し
、
さ
ら
に
、
排
他
性
が
な
い
と

し
て
も
条
約
上
の
方
法
を
国
内
法
に
優
先
し
て
利
用
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
味
で
の
優
先
性
も
否
定
し
た
。
結
局
、
同
判
決
の
多
数
意（
卵
）

見
は
、
条
約
と
米
国
一
ナ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
規
則
の
い
ず
れ
を
利
用
す
る
か
は
事
実
審
裁
判
所
の
利
益
衡
量
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
し
た
。

他
の
加
盟
国
は
、
こ
の
よ
う
な
米
国
の
姿
勢
に
対
し
て
必
ず
し
も
賛
同
す
る
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
米
国
内
に
お
い
て
も
議
論
の

議
定
書
が
条
約
と
と
も
に
創
り
出
す
手
続
的
進
歩
性
に
つ
い
て
は
、
以
上
考
察
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
次
に
は
、
条
約
お
よ
び
議
定

書
の
排
他
性
の
問
題
を
検
討
す
る
。
排
他
性
の
問
題
と
は
、
条
約
お
よ
び
議
定
書
は
、
そ
の
適
用
範
囲
内
の
事
項
に
関
す
る
限
り
、
外

国
に
お
け
る
証
拠
収
集
の
方
法
を
定
め
る
加
盟
国
国
内
法
を
排
除
し
て
必
ず
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
性
質
の
も
の
か
否
か
で

引
き
上
げ
ら
れ
た
と
言
え
る
が
、
司
法
官
の
立
会
い
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
な
ど
一
部
に
お
い
て
ま
だ
不
満
足
な
と
こ
ろ
も
あ
る
。
た

だ
し
、
④
の
文
書
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
に
関
し
て
は
、
議
定
書
の
規
定
は
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
に
お
い
て
も
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
べ
き
と

の
意
見
も
あ
る
な
ど
、
世
界
の
証
拠
共
助
法
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
十
分
に
高
く
評
価
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。

あ
る
。

４
条
約
お
よ
び
議
定
書
の
排
他
性
の
議
論

183（熊本法学113号'08）



論 説

方
向
は
流
動
的
な
面
も
あ
り
、
議
論
は
な
お
決
着
を
見
て
い
な
い
。

（
２
）
米
州
証
拠
収
集
条
約
の
排
他
性
の
有

排
他
性
の
有
無
に
関
し
て
、
米
州
証
拠
収
集
条
約
お
よ
び
議
定
書
に
明
文
の
規
定
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
作
成
時
に
意
識
的
に
議
論
さ

れ
た
形
跡
も
な
癌
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
に
関
す
る
ア
エ
ロ
ス
パ
シ
ア
ー
ル
判
決
の
論
理
に
よ
っ
て
考
え
る
と
す
る
と
、
米
州
証
拠

収
集
条
約
に
排
他
性
は
な
い
と
の
結
論
に
ほ
ぼ
な
っ
て
し
ま
う
と
恩
わ
れ
廊
一
あ
る
論
文
は
、
ア
エ
ロ
ス
パ
シ
ア
ー
ル
判
決
が
ハ
ー
グ

証
拠
収
集
条
約
に
対
し
て
し
た
検
討
を
米
州
証
拠
収
集
条
約
に
関
し
て
丹
念
に
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
す
る
。
す
な
わ
ち
、
①
条
約
の
前
文
に

強
行
的
な
文
言
は
な
く
、
ま
た
、
条
約
は
既
存
の
証
拠
収
集
手
続
の
修
正
を
命
じ
て
い
な
い
。
②
米
国
に
と
っ
て
自
己
矛
盾
と
な
る
デ
ィ

ス
カ
ヴ
ァ
リ
実
施
拒
否
が
、
条
約
九
条
お
よ
び
議
定
書
一
六
条
に
も
存
在
す
る
。
③
条
約
よ
り
も
制
限
的
で
な
い
手
続
の
維
持
が
、
条

約
一
四
条
で
認
め
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
米
国
が
条
約
ひ
議
定
書
に
加
盟
し
た
場
合
、
米
国
裁
判
所
に
お
い
て
、
条
約
・

議
定
書
は
排
他
性
も
優
先
性
も
有
し
な
い
と
の
結
論
が
導
か
れ
、
条
約
上
の
手
段
の
利
用
は
ア
エ
ロ
ス
パ
シ
ァ
ー
ル
判
決
と
同
一
の
ケ
ー

（
醜
）

ス
・
パ
イ
・
ケ
ー
ス
の
利
益
分
析
論
に
服
す
る
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
、
と
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
点
、
条
約
お
よ
び
議
定
書
に
加
盟
す
る
可
能
性
の
あ
る
米
国
に
お
い
て
は
、
加
盟
の
際
に
排
他
性
の
有
無
に
つ
い
て
宣
言
を
す

べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
も
し
も
米
国
が
排
他
性
な
し
の
宣
言
を
す
れ
ば
、
米
国
の
訴
訟
当
事
者
に
条
約
・

議
定
書
を
無
視
す
る
誘
い
か
け
と
な
っ
て
し
ま
う
。
他
方
、
条
約
・
議
定
書
は
排
他
的
で
あ
る
と
の
宣
言
を
す
れ
ば
、
条
約
・
議
定
書

の
定
め
る
方
法
が
実
際
に
は
あ
ま
り
効
率
的
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
場
合
、
米
国
当
事
者
に
と
っ
て
不
当
に
大
き
な
障
害
と

な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
駒
鈩
差
し
障
り
の
な
い
中
間
的
な
落
と
し
ど
こ
ろ
は
、
条
約
は
排
他
性
を
有
し
な
い
が
優
先
的
な
手
段
で
あ

く
配
）

る
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
優
先
的
手
段
の
考
え
方
は
、
条
約
の
体
制
を
促
進
し
、
訴
訟
当
事
者
に
も
説
得
的
で
、
ま
た
、

こ
の
よ
う
な
証
拠
収
集
に
基
づ
い
て
下
さ
れ
る
米
国
判
決
が
他
の
当
事
国
に
よ
っ
て
承
認
執
行
き
れ
る
可
能
性
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
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米
州
証
拠
収
集
条
約
お
よ
び
そ
の
議
定
書
の
創
り
出
す
国
際
民
事
証
拠
共
助
法
シ
ス
テ
ム
は
、
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
の
そ
れ
と
比

べ
て
も
、
手
続
的
進
歩
性
お
よ
び
排
他
性
の
議
論
の
点
か
ら
遜
色
は
な
い
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
議
定
書

一
六
条
の
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
実
施
拒
否
の
制
限
規
定
は
、
特
筆
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
条
約
お
よ
び
議
定
書
へ
の
最
終
的
な
評
価

と
し
て
重
要
な
点
の
一
つ
は
、
米
国
に
よ
る
加
盟
が
さ
れ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
Ａ
Ｂ
Ａ
に
よ
る
一
九
九
○
年
の
検
誌
に
よ
る
と
、
条（

則
）

約
と
議
定
書
へ
の
米
国
の
加
盟
は
、
米
国
民
の
時
間
、
努
力
お
よ
び
費
用
の
節
約
に
な
る
と
報
告
さ
れ
、
加
盟
が
薦
め
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
現
在
、
加
盟
に
向
け
て
の
議
論
が
具
体
的
に
進
ん
で
い
る
様
子
は
な
い
。

条
約
・
議
定
書
の
最
終
的
な
評
価
を
す
る
に
あ
た
っ
て
重
要
と
考
え
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
点
は
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
ハ
ー
グ

国
際
私
法
条
約
に
対
す
る
近
時
の
積
極
姿
勢
で
あ
る
。
独
自
の
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
り
米
州
で
の
条
約
シ
ス
テ
ム
構
築
を
伝
統
的

に
行
っ
て
き
た
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
う
ち
、
比
較
的
最
近
に
な
っ
て
ハ
ー
グ
国
際
私
法
条
約
に
加
盟
す
る
国
が
出
て
き
た
の
は
注

目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
に
は
、
バ
ル
バ
ド
ス
（
一
九
八
一
年
）
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
二
九
八
七
年
）
、

メ
キ
シ
コ
（
一
九
八
九
年
）
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
（
一
九
九
三
年
）
が
加
盟
し
て
い
る
。
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
に
は
米
国
も
加
盟
し
て
お

り
、
米
州
諸
国
に
お
け
る
ハ
ー
グ
条
約
加
盟
の
方
針
が
強
ま
れ
ば
、
相
対
的
に
米
州
に
お
け
る
国
際
司
法
共
助
の
統
一
条
約
の
意
義
が

（
閥
）

が
る
と
の
意
見
ｊ
⑧
あ
る
。

５
終
わ
り
に
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説
低
下
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
で
、
米
州
諸
国
の
条
約
に
関
す
る
政
策
の
動
き
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
１
）
閂
日
の
円
‐
し
曰
の
口
○
目
○
・
口
ぐ
の
昌
一
・
ロ
・
ロ
岳
の
目
鼻
目
、
。
ｍ
固
く
丘
の
ロ
・
の
缶
宮
・
＆
》
『
ｓ
『
曽
置
閂
冒
辰
閂
・
田
・
言
・
笛
②
（
乞
詔
）
・
条
約
は

英
語
の
ほ
か
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
お
よ
び
ス
ペ
イ
ン
語
の
正
文
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
英
語
条
文
を
中
心
に
検
討
す
る
。
条
文
や

加
盟
国
、
宣
一
百
・
留
保
な
ど
の
情
報
は
、
米
州
機
構
（
Ｏ
Ａ
Ｓ
）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
宣
旨
ヘ
ヘ
ョ
笥
弓
６
口
の
．
。
Ｈ
、
ヘ
ロ
ド
へ
耳
の
畳
の
、
Ｌ
昌
一
の
。
（
・
耳
目
）

で
参
照
可
能
で
あ
る
。
な
お
日
本
語
仮
訳
と
し
て
、
多
田
望
「
外
国
に
お
け
る
証
拠
の
収
集
に
関
す
る
米
州
条
約
と
そ
の
追
加
議
定
書
の
仮
訳
」

熊
本
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
号
九
七
頁
（
二
○
○
八
）
参
照
。

（
２
）
シ
呂
葺
・
息
］
勺
門
。
（
・
８
］
庁
・
言
の
閂
昌
の
『
‐
シ
日
の
号
ｇ
ｏ
・
曰
く
の
日
】
・
ロ
・
口
岳
の
目
禺
冒
、
。
【
固
く
】
ロ
の
ロ
◎
の
シ
宮
・
＆
・
忌
己
『
曽
行
＆
冒
潭
閂
・

Ｐ
言
・
昌
画
（
］
①
爵
）
・
議
定
書
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
も
、
基
本
的
に
前
注
（
１
）
と
同
様
で
あ
る
。

（
３
）
国
際
民
事
証
拠
共
助
法
に
関
し
て
は
一
般
に
、
多
田
望
『
国
際
民
事
証
拠
共
助
法
の
研
究
』
（
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
○
○
○
）
参
照
。

（
４
）
ハ
ー
グ
の
両
条
約
に
つ
い
て
は
、
多
田
・
前
注
（
３
）
五
一
、
九
九
頁
以
下
な
ど
参
照
。
な
お
証
拠
共
助
に
関
す
る
国
際
的
な
立
法
と
し
て

は
、
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
に
お
け
る
二
○
○
一
年
の
「
民
事
又
は
商
事
に
関
す
る
証
拠
の
収
集
に
お
け
る
共
同
体
構
成
国
の
裁
判
所
の
間
に
お

け
る
協
力
に
関
す
る
規
則
」
（
春
日
偉
知
郎
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
証
拠
法
に
つ
い
て
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
一
三
四
号
四
七
頁
（
一
一
○
○
四
）
、
多
田
望

「
国
際
民
事
証
拠
共
助
法
の
最
近
の
展
開
」
阪
大
法
学
五
二
巻
一
一
一
・
四
号
一
○
八
一
頁
（
二
○
○
一
一
）
参
照
）
も
あ
る
が
？
本
稿
で
は
紙
幅
の
都

合
な
ど
か
ら
ハ
ー
グ
の
両
条
約
を
比
較
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
。

（
５
）
条
約
お
よ
び
議
定
書
に
つ
い
て
は
特
に
ス
ペ
イ
ン
語
を
中
心
に
多
く
の
研
究
が
あ
る
が
（
『
・
ロ
］
旨
、
８
の
四
目
色
の
す
の
ロ
・
乏
豊
の

（
言
冒
ヨ
ミ
言
喜
＆
二
ぎ
ぎ
§
註
・
菖
曾
豊
言
言
ご
言
言
蔓
曾
要
己
・
言
・
貢
宛
呂
の
］
の
い
］
①
＠
ｍ
・
の
。
』
．
①
。
】
届
の
掲
載
文
献
を
参
照
）
、
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（
９
）
米
国
と
メ
キ
シ
コ
の
問
で
は
、
国
際
司
法
共
助
に
関
す
る
交
流
が
比
較
的
活
発
で
あ
る
。
一
一
三
年
前
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
ア
リ
ゾ
ナ
大
学

で
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
報
告
お
よ
び
質
疑
応
答
が
、
色
ミ
ｓ
・
曼
冒
ご
『
冒
昌
ロ
ミ
Ｓ
ｇ
の
日
言
菖
国
。
ご
①
§
豈
蔓
８
§
＆

琴
①
ｓ
壹
言
ａ
ｍ
ｓ
荷
い
』
①
⑭
、
シ
旨
・
ロ
ロ
』
・
閂
貝
一
］
倖
○
・
日
己
・
伊
．
②
（
ご
謡
）
に
詳
細
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
幻
冨
目
○
・
缶
己
の
Ｈ
の
。
Ｐ

曰
盲
爵
冒
言
冒
｛
旧
賞
召
言
冨
冒
三
富
飼
言
蔓
日
菖
聾
蔓
図
画
、
の
芹
・
冨
日
昌
一
の
伊
・
］
・
］
◎
＄
（
』
①
程
）
は
、
メ
キ
シ
コ
に
お
け
る
司
法
共

助
（
証
拠
共
助
に
関
し
て
は
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
の
検
討
が
中
心
）
の
詳
細
な
検
討
と
し
て
参
考
に
な
る
。

（
皿
）
冒
言
，
シ
曰
の
国
・
目
○
・
曰
く
の
日
】
・
ロ
・
口
Ｐ
の
耳
の
円
の
宛
。
、
日
○
三
忌
菖
言
討
＆
言
］
←
閂
・
伊
・
言
・
缶
①
（
］
①
『
①
）
・
嘱
託
書
条
約
（
多
田
・
前
注

（
３
）
二
四
頁
で
は
「
嘱
託
状
」
と
し
て
い
た
が
、
改
め
る
）
に
も
、
そ
れ
を
強
化
・
促
進
す
る
一
九
七
九
年
の
「
嘱
託
書
に
関
す
る
米
州
条
約

（
７
）
米
州
機
構
の
構
成
国
に
つ
い
て
詳
し
ノ

（
８
）
高
杉
・
前
注
（
６
）
一
一
一
○
、
一
二
一

は
多
田
・
前
注
（
３
）
一
一
一
、
二
四
頁
。

た
い
。

（
６
）
米
川

頁
（
一

）
米
州
機
構
の
統
一
国
際
私
法
条
約
を
包
括
的
に
扱
う
も
の
と
し
て
、
高
杉
直
「
米
州
の
統
一
国
際
私
法
条
約
」
国
際
私
法
年
報
三
号
二
九

頁
（
二
○
○
一
）
。
日
本
に
お
け
る
研
究
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
高
杉
・
前
掲
論
文
一
一
九
頁
と
基
本
的
に
同
旨
で
あ
る
。
条
約
・
議
定
書
と
の

関
係
で
は
、
例
え
ば
日
本
企
業
と
し
て
も
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
事
業
を
展
開
し
て
い
て
メ
キ
シ
コ
で
訴
訟
を
提
起
さ
れ
、
そ
の
中
で

ベ
ネ
ズ
エ
ラ
在
住
の
証
人
の
尋
問
が
必
要
に
な
っ
た
場
合
、
条
約
・
議
定
書
に
よ
る
証
拠
収
集
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
後
注
（
蛆
）

も
参
照
。

本
稿
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
筆
者
の
語
学
能
力
の
関
係
か
ら
英
語
の
も
の
を
中
心
に
参
照
す
る
に
留
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ま
た
、
条
約
作

成
に
関
す
る
Ｏ
Ａ
Ｓ
の
資
料
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
不
十
分
に
終
わ
っ
た
こ
と
も
含
め
て
、
将
来
的
な
課
題
と
し
て
改
善
し
、
研
究
の
深
化
に
努
め

米
州
機
構
の
構
成
国
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
耳
管
へ
へ
ヨ
ョ
ョ
コ
ョ
・
・
四
の
・
・
Ｈ
、
へ
Ｑ
ｏ
ｏ
巨
曰
の
具
の
へ
の
ロ
、
へ
日
の
目
丘
の
三
日
の
の
・
囚
の
ロ
参
照
。

高
杉
・
前
注
（
６
）
一
一
一
○
、
一
一
一
一
一
一
頁
以
下
参
照
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
国
際
司
法
共
助
シ
ス
テ
ム
の
展
開
に
つ
い
て
、
簡
単
に
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の
追
加
議
定
書
」
（
シ
＆
三
・
口
巴
旧
Ｈ
・
庁
。
。
。
］
｛
・
岳
の
閂
亘
の
円
‐
し
日
の
凰
○
目
○
・
曰
く
の
三
・
口
・
ロ
伊
の
耳
の
円
の
幻
。
、
具
・
呈
忌
冨
曽
愚
＆
雪
］
⑭
閂
・
旧
・

二
・
］
温
め
（
】
①
『
①
）
』
以
下
、
嘱
託
書
議
定
書
）
が
あ
る
。
嘱
託
書
条
約
の
当
事
国
は
二
○
○
七
年
一
一
一
月
現
在
で
一
八
カ
国
、
嘱
託
書
議
定

書
の
当
事
国
は
二
○
○
七
年
一
二
月
現
在
で
一
四
カ
国
で
あ
る
。
な
お
米
国
は
嘱
託
書
条
約
・
議
定
書
に
加
盟
し
て
い
る
が
、
後
で
見
る
よ
う

に
、
米
州
証
拠
収
集
条
約
お
よ
び
議
定
書
に
は
加
盟
し
て
い
な
い
。
な
お
、
条
約
お
よ
び
議
定
書
に
は
、
嘱
託
書
条
約
・
議
定
書
と
同
一
ま
た

は
同
様
の
条
文
が
多
数
あ
り
、
そ
れ
ら
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
後
二
者
に
つ
い
て
の
文
献
（
嘱
託
書
条
約
・
議
定
書
に
は
米
国
が
加
盟
し
て
い

る
関
係
で
、
英
語
文
献
が
比
較
的
豊
富
で
あ
る
）
が
参
考
に
な
る
。

（
ｕ
）
嘱
託
書
条
約
二
条
は
確
か
に
訴
状
等
の
送
達
（
ａ
号
）
の
ほ
か
、
証
拠
ま
た
は
情
報
の
収
集
（
ｂ
号
）
も
適
用
対
象
と
す
る
が
、
後
者
に
つ

い
て
は
留
保
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
送
達
共
助
は
嘱
託
書
条
約
・
議
定
書
に
、
そ
し
て
証
拠
共
助
は
証
拠
収
集
の
条
約
・
議
定
書
に
そ
れ
ぞ
れ

“
特
化
す
べ
き
と
の
見
解
は
、
特
に
米
国
に
お
い
て
強
く
主
張
さ
れ
て
き
て
お
り
、
米
国
は
嘱
託
書
条
約
二
条
ｂ
号
の
留
保
を
し
て
い
る
（
た
だ

し
、
他
に
留
保
を
し
て
い
る
の
は
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
の
み
で
あ
る
が
）
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
を
受
け
て
、
嘱
託
書
議
定
書
は
送
達
共
助
の
み
に
対
象
を

限
定
し
て
い
る
二
条
）
。
な
お
、
嘱
託
書
条
約
が
証
拠
共
助
も
定
め
る
の
は
、
嘱
託
書
条
約
の
起
草
を
依
頼
さ
れ
た
学
者
が
、
証
拠
共
助
に
つ

い
て
並
行
し
て
別
に
条
約
の
起
草
が
さ
れ
て
い
る
事
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
証
拠
共
助
も
含
ま
せ
て
起
草
し
、
そ
れ
が
留
保
を
付
す
修
正
の
後

に
採
択
さ
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
の
興
味
深
い
話
し
が
あ
る
。
旨
ご
冒
言
百
』
』
ｇ
①
。
厨
＆
□
房
８
己
の
受
麗
鈩
曰
・
の
。
○
一
］
三
一
］
田
・
句
８
．
・

お
口
乞
『
（
］
①
②
①
）
（
円
の
曰
自
丙
の
耳
ロ
日
ロ
。
シ
・
宛
巨
目
）
・

（
、
）
旨
・
】
己
“
し
．
Ｆ
・
ョ
・
含
量
蔓
蔓
・
蔓
冒
ｓ
ｏ
冒
二
の
②
厨
言
８
崔
冒
・
信
言
』
ミ
ミ
ｇ
菖
の
冒
冨
－
誉
ミ
ミ
Ｌ
言
豊
ｓ
富
Ｓ
ミ
§
言
息

』
⑭
閂
具
一
］
旨
ョ
・
『
◎
口
邑
（
］
①
震
）
・
条
約
に
は
、
プ
ス
タ
マ
ン
テ
法
典
の
嘱
託
書
に
関
す
る
規
定
を
基
に
し
た
と
思
わ
れ
る
条
文
が
散
在
し

て
い
る
（
例
え
ば
、
後
注
壷
）
参
照
）
。
な
お
条
約
は
当
初
、
司
法
共
助
と
い
う
よ
り
は
、
プ
ス
タ
マ
ン
テ
法
典
に
お
け
る
証
拠
方
法
、
証
拠

調
べ
の
方
式
、
証
拠
能
力
や
証
明
力
な
ど
の
証
拠
調
べ
手
続
自
体
の
規
則
の
改
善
を
目
的
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
］
胃
、
の
ロ
の
四
日
臣
の
す
の
Ｐ
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豆
の
嘗
討
ミ
ミ
ミ
宮
書
＆
曾
忽
思
量
否
・
言
愚
薗
圏
萱
笥
冒
討
菖
畳
・
蔓
。
“
。
言
言
・
貢
宛
呂
の
］
の
国
・
］
①
の
Ｐ
国
雪
・
画
『
、
．

（
旧
）
「
嘱
託
書
」
と
は
一
般
に
、
「
国
際
法
上
、
一
国
の
裁
判
所
が
他
国
の
裁
判
所
に
対
し
、
訴
状
の
送
達
、
証
人
尋
問
な
ど
に
つ
い
て
司
法
共
助

を
求
め
る
文
書
」
の
こ
と
を
い
う
（
田
中
英
夫
編
集
代
表
『
英
米
法
辞
典
』
五
一
三
頁
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
）
参
照
）
。
嘱
託
書
と
、

ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
な
ど
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
要
請
書
」
（
］
の
茸
の
『
・
【
門
の
Ｅ
の
の
（
）
は
基
本
的
に
同
義
で
あ
る
が
、
嘱
託
書
の
語
に
は
古
い

イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
最
近
は
要
請
書
の
語
の
方
が
多
く
用
い
ら
れ
る
。
な
お
、
条
約
一
条
は
嘱
託
書
の
語
に
関
し
て
、
ス
ペ
イ
ン
語
を
基
本
と

し
た
英
・
仏
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
比
較
を
規
定
す
る
。

（
Ⅲ
）
ハ
ー
グ
の
民
訴
・
証
拠
収
集
の
両
条
約
も
「
民
事
又
は
商
事
」
に
適
用
さ
れ
る
が
、
そ
の
定
義
は
や
は
り
な
い
。
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
に

お
け
る
議
論
に
つ
い
て
、
多
田
・
前
注
（
３
）
一
○
三
頁
。

（
応
）
宍
自
］
の
。
宣
呂
宮
・
巨
二
⑩
冒
電
出
冒
囚
寄
§
Ｓ
ミ
§
言
冨
・
富
ご
討
萬
国
〉
言
菖
８
浬
言
員
二
淳
言
言
量
Ｓ
ミ
ミ
計
・
冨
邑
雲

言
望
凋
馬
Ｓ
§
§
言
景
←
ｚ
・
呂
・
三
一
｝
伊
・
用
の
ぐ
．
①
Ｐ
の
①
（
＄
①
』
）
・

（
ご
刑
事
事
件
へ
の
適
用
可
能
性
が
内
在
す
る
た
め
、
条
約
は
、
近
時
注
目
を
集
め
る
刑
事
の
司
法
共
助
シ
ス
テ
ム
構
築
議
論
の
中
で
も
し
ば
し

ば
言
及
さ
れ
る
。
怜
碕
・
》
固
］
の
『
の
ロ
昏
口
已
芹
の
Ｑ
三
畳
・
ロ
の
○
・
口
唇
の
ｍ
ｍ
ｏ
ｐ
ｏ
国
曰
の
可
の
『
の
日
］
・
口
目
Ｑ
○
回
目
百
四
］
］
口
の
言
の
．
『
○
碁
の
ヨ
８
埠

国
言
菖
＆
飼
冒
討
三
・
言
ミ
ド
。
ｓ
尊
言
ミ
ミ
ミ
Ｓ
Ｓ
Ｑ
日
斡
・
舅
書
｝
量
（
錆
Ｌ
騨
言
＆
言
菖
豈
何
目
黛
忌
Ｐ
シ
ヘ
○
ｏ
ｚ
句
・
岩
②
へ
Ｐ
］
』
（
四
三
ｍ
）
・

貝
亘
日
へ
へ
四
つ
②
．
］
』
四
・
］
畠
・
「
へ
言
国
亘
へ
シ
己
。
］
の
ヘ
＆
菌
へ
国
ｚ
困
鈩
三
○
三
の
雷
○
三
月
固
用
ヱ
レ
ロ
○
三
少
Ｐ
・
勺
□
句
・

（
Ⅳ
）
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
で
は
、
嘱
託
主
体
と
し
て
の
「
司
法
当
局
」
に
仲
裁
廷
が
含
ま
れ
る
か
と
い
う
視
点
で
、
仲
裁
へ
の
条
約
適
用
可
能

性
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
多
田
・
前
注
（
３
）
一
○
六
頁
。

（
ご
「
特
別
的
な
裁
判
所
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
を
指
す
か
、
具
体
的
に
は
明
ら
か
で
な
い
。
な
お
、
後
述
２
（
１
）
イ
参
照
。

（
四
）
た
だ
し
、
宣
言
を
す
れ
ば
刑
事
事
件
な
ど
に
つ
い
て
も
嘱
託
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
受
託
国
（
名
あ
て
国
）
と
し
て
こ
の
よ
う
な
事
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（
肥
）
七
条
は
２
（
４
）
エ
で
後
述
す
る
よ
う
に
費
用
の
規
定
で
あ
り
、
代
理
人
の
表
示
に
関
す
る
定
め
が
七
条
に
入
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
奇
妙

で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
推
測
に
過
ぎ
な
い
が
、
プ
ス
タ
マ
ン
テ
法
典
三
九
三
条
が
訴
訟
代
理
人
選
任
権
と
と
も
に
、
そ
の
者
の
費
用
負

担
責
任
に
つ
い
て
も
定
め
て
い
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

（
妬
）
多
田
・
前
注
（
３
）

（
Ⅲ
）
多
田
・
前
注
（
３
）
一
○
五
頁
参
照
。

（
皿
）
「
司
法
当
局
」
の
定
義
は
、
ハ
ー
グ
の
両
条
約
に
も
同
じ
く
な
い
。
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
に
関
し
て
は
、
行
政
当
局
な
ど
は
外
れ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
多
田
・
前
注
（
３
）
一
○
六
頁
・

（
閉
）
の
ｓ
ゴ
ロ
□
窟
・
戸
の
邑
日
ロ
。
（
の
】
回
①
の
．
な
お
、
こ
の
点
に
関
す
る
米
国
に
お
け
る
嘱
託
書
条
約
上
の
議
論
と
し
て
、
得
団
巨
目
・
缶
・
囚
の
菌
Ｐ

冒
荷
ゴ
ミ
言
『
員
冒
＆
胃
量
』
の
昌
冒
富
岡
Ｑ
ミ
ミ
ミ
ロ
）
ミ
ヨ
①
冒
眞
塵
①
①
（
９
９
門
の
ぐ
】
の
】
○
口
）
・

（
皿
）
「
証
拠
」
と
「
情
報
」
の
区
別
は
、
多
く
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
法
で
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
の
四
日
（
］
の
す
の
ロ
》
の
唇
日
ロ
・
｛
の
］
脚
ヨ
ヨ
．

件
に
お
け
る
嘱
託
書
も
実
施
す
る
と
い
う
趣
旨
に
過
ぎ
な
い
と
解
さ
れ
る
。

（
別
）
ア
メ
リ
カ
法
律
家
協
会
（
Ａ
Ｂ
Ａ
）
の
国
際
法
・
実
務
部
会
が
米
州
嘱
託
書
条
約
へ
の
米
国
の
加
盟
を
推
奨
し
た
報
告
書
で
あ
る
Ｐ
：
ご
ｇ

缶
・
Ｐ
・
頁
ミ
ミ
出
冒
三
ｓ
戴
Ｓ
§
曾
斡
・
富
・
菖
言
国
曇
信
＆
国
〉
員
豊
ｇ
ご
菖
具
塁
三
一
」
巨
言
・
ｍ
ｍ
Ｐ
ｍ
①
◎
（
＄
①
。
）
（
こ
れ
は
、

の
芹
の
ぐ
の
ロ
○
・
二
の
］
の
。
ｐ
陣
］
四
日
の
の
幻
・
の
善
の
ロ
呉
ｍ
Ｒ
言
冨
用
§
ミ
ミ
§
旨
言
冨
§
＆
用
曾
・
莞
淫
ミ
ミ
８
富
国
弓
』
の
②
・
・
旨
晉
菖
の
。
・
言
菖
＆

冒
薗
冒
言
ミ
ド
§
§
＆
尋
百
．
言
い
国
二
三
宮
司
．
②
召
（
＄
の
◎
）
の
一
部
で
あ
る
）
に
よ
る
と
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
も
こ
の
宣
言
を
し
て
い

る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
Ｏ
Ａ
Ｓ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
は
そ
の
よ
う
な
記
載
は
な
い
。
米
国
に
関
し
て
は
、
仮
に
加
盟
す
る
と
し
て
も
、

現
在
の
と
こ
ろ
条
約
の
実
際
的
稼
働
が
検
証
さ
れ
て
お
ら
ず
、
条
約
の
実
例
が
蓄
積
さ
れ
る
ま
で
は
、
条
約
の
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
は
得
策

で
な
い
と
の
見
解
が
あ
る
。
頁
宅
。
。

の
区
別
は
、

一
○
頁
。
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米州証拠収集条約とその追加議定書について

（
開
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ハ
ー
グ
民
訴
条
約
九
条
（
た
だ
し
転
達
の
問
題
に
つ
い
て
の
み
）
や
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
三
六
条
が
外
交
上
の
経

路
に
よ
る
解
決
を
定
め
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。

（
記
）
㈲
・
負
の
愚
自
白
。
（
の
后
．
『
。
。

（
師
）
詳
し
く
は
、
多
田
・
前
注
（
３
）
二
七
頁
。

（
胡
）
た
だ
し
、
鑑
定
人
や
特
別
の
方
法
に
か
か
っ
た
費
用
に
つ
い
て
、
受
託
国
は
嘱
託
国
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
ハ
ー
グ
民
訴
条
約
一
六

条
二
項
、
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
一
四
条
二
項
）
。

（
弧
）
多
田
・
前
注

宛
）
な
お
嘱
託
書
条
約
で
は
、
国
境
を
接
す
る
地
域
の
当
局
ど
う
し
で
嘱
託
書
を
直
接
に
送
付
し
合
う
こ
と
が
で
き
る

（
鯛
）
旧
○
ョ
・
の
黛
己
ミ
ロ
ロ
○
斤
の
ｍ
Ｐ
ｍ
ｍ
Ｐ
国
冨
『
の
①
Ｐ
の
○
百
「
四
℃
ｂ
四
○
戸
の
忌
己
日
ロ
。
｛
の
』
ロ
①
①
．

（
Ⅲ
）
旧
○
言
・
の
量
己
ミ
ロ
ロ
。
（
の
ｍ
Ｐ
ｍ
の
①

（
翌
認
証
は
、
ハ
ー
グ
民
訴
条
約
で
は
特
に
求
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
で
は
三
条
三
項
に
お
い
て
明
文
で
廃
止
さ
れ
て
い
る
。

（
羽
）
Ｐ
・
具
の
壱
§
ロ
。
（
の
四
Ｐ
の
⑭
⑭
亟
巨
・
旨
＆
少
・
㈲
・
ョ
・
言
置
腸
言
己
・
宮
口
言
言
潭
曇
亮
＆
国
）
邑
圏
８
冒
豈
鬘
８
ｓ
ロ
の
・

伊
賞
召
旨
匿
＄
⑭
、
缶
冒
・
目
】
・
閂
昌
一
］
陣
○
・
日
□
・
伊
・
］
⑭
Ｐ
］
念
（
］
①
、
□
）
・

（
釦
）
例
え
ば
、
ハ
ー
グ
民
訴
条
約
一
○
条
、
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
四
条
一
項
な
ど
。
た
だ
し
、
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
で
は
、
留
保
を
し
な
い

限
り
、
受
託
国
は
英
語
・
フ
ラ
ン
ス
語
の
要
請
書
を
受
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
受
託
国
語
の
「
原
則
」
と
い
え
る
か
は
若
干
微
妙
で

（
〃
）
た
だ
し
、
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
に
関
し
て
は
、
条
約
上
の
義
務
で
は
な
い
が
「
利
用
が
望
ま
し
い
様
式
」
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
多
田
・

前
注
（
３
）
二
一
頁
。

は
あ
る
。

（
３
）
一
八
頁
。

（
同
条
約
七
条
）
。
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（
虹
）
同
一
内
容
の
嘱
託
書
条
約
一
七
条
に
関
し
て
、
四
の
冨
原
の
愚
冒
目
・
庁
の
星
②
窪
参
照
。

（
蛆
）
文
言
通
り
に
読
む
と
、
訴
え
提
起
前
の
証
拠
保
全
は
「
裁
判
手
続
の
開
始
前
に
お
け
る
証
拠
の
収
集
」
に
該
当
し
、
受
託
国
は
嘱
託
事
項
が

こ
の
よ
う
な
証
拠
保
全
で
あ
る
場
合
、
実
施
拒
否
で
き
る
よ
う
に
見
え
る
（
こ
の
点
は
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
と
異
な
る
。
多
田
・
前
述
（
３
）

一
○
八
頁
参
照
）
。
し
か
し
、
こ
の
文
言
は
「
文
書
の
正
式
事
実
審
理
前
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
」
を
単
に
言
い
換
え
よ
う
と
し
た
も
の
と
解
す
る
こ

と
も
で
き
、
条
約
が
訴
え
提
起
前
の
証
拠
保
全
の
実
施
拒
否
を
積
極
的
に
認
め
る
趣
旨
か
、
疑
問
も
あ
る
。
な
お
、
仮
に
こ
の
両
者
の
文
言
が

単
な
る
言
い
換
え
を
意
図
し
て
い
る
と
す
る
と
、
コ
モ
ン
ロ
ー
国
の
「
文
書
の
正
式
事
実
審
理
前
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
」
に
つ
い
て
大
陸
法
国
に

お
い
て
よ
く
見
ら
れ
る
誤
解
が
明
瞭
に
表
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
伊
・
負
の
邑
冒
ロ
・
芹
の
ｍ
Ｐ
ｍ
ｍ
Ｐ
巳
②
．

（
蛆
）
メ
キ
シ
コ
は
八
条
に
つ
い
て
、
こ
の
条
は
「
外
国
判
決
の
国
際
的
有
効
性
」
の
こ
と
を
い
う
と
の
解
釈
宣
言
を
し
て
い
る
。

（
盤
）
条
約
に
は
、
嘱
託
さ
れ
た
事
件
本
体
の
訴
訟
に
つ
い
て
受
託
国
が
自
国
法
上
専
属
管
轄
を
有
す
る
場
合
に
、
こ
れ
の
み
を
理
由
に
証
拠
収
集

の
実
施
を
拒
む
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
一
二
条
二
項
に
相
当
す
る
条
文
は
な
い
。
し
か
し
、
八
条
に
こ
の
こ
と
が
含

意
さ
れ
て
い
る
と
い
う
解
釈
も
あ
り
得
る
。
嘱
託
書
条
約
に
関
し
て
の
一
言
及
で
あ
る
が
、
の
四
三
］
ｇ
の
Ｐ
の
愚
自
己
・
｛
の
］
図
．
、
『
、
参
照
。

（
妬
）
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
一
五
条
以
下
な
ど
。
多
田
・
前
注
（
３
）
一
二
五
頁
以
下
参
照
。

訴
訟
上
の
救
助
に
関
し
て
規
定
は
な
い
。

（
側
）
伊
○
言
・
の
虞
已
、
ロ
ロ
。
（
の
］
国
藝
『
『
］
‐
『
『
四
・

（
羽
）
証
拠
を
求
め
る
当
事
者
に
対
し
て
嘱
託
国
の
裁
判
手
続
内
で
訴
訟
救
助
が
認
め
ら
れ
て
い
て
も
、
当
該
当
事
者
に
対
し
て
受
託
国
に
お
い
て
、

嘱
託
書
の
実
施
に
か
か
る
費
用
負
担
の
免
除
な
ど
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
は
受
託
国
法
に
よ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
ハ
ー
グ

民
訴
条
約
二
四
条
二
項
が
、
例
え
ば
嘱
託
国
で
当
事
者
に
救
助
が
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
鑑
定
人
に
支
払
わ
れ
る
費
用
を
除
く
ほ
か
、
受

託
国
は
い
か
な
る
費
用
の
償
還
も
嘱
託
国
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
な
お
、
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
に
は
、
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米州証拠収集条約とその追加議定書について

（
皿
）
い
○
肴
》
の
黛
已
ミ
ロ
ロ
○
斤
の
］
函
》
「
］
②
》
Ｐ
○
肴
・
の
虞
己
「
ロ
ロ
○
庁
の
四
Ｐ
』
心
、
。

（
閉
）
米
国
案
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
と
ウ
ル
グ
ァ
イ
の
支
持
を
得
た
が
、
他
の
国
（
特
に
メ
キ
シ
コ
）
が
主
権
侵
害
で
あ
る
と
主
張
し
た
た
め
に
拒
否

さ
れ
た
。
の
日
員
］
の
ワ
の
Ｐ
の
邑
冒
目
○
庁
の
回
国
『
・

（
別
）
田
・
頁
の
愚
自
己
。
（
の
后
》
『
］
②
》
Ｐ
ｏ
員
の
愚
ミ
ロ
ロ
・
庁
の
画
Ｐ
Ｅ
Ｃ
・
以
上
の
経
緯
は
、
の
日
員
］
の
す
の
ロ
》
の
壱
日
ロ
・
（
の
ロ
、
、
‐
弓
に
も
詳
し
い
。

（
開
）
Ｑ
己
宅
，
臼
に
お
い
て
米
国
代
表
は
、
条
約
お
よ
び
議
定
書
の
双
方
に
加
盟
し
て
い
る
国
に
対
し
て
の
み
条
約
お
よ
び
議
定
書
上
の
共
助
提
供

（
Ⅲ
丁
写
（
＆

（
印
）
勺
の
芹
の
『
□
・
目
円
。
◎
す
。
魚
》
○
ミ
恩
賞
□
①
己
の
（
＆
ミ
の
菖
冴
函
己
亘
の
ｍ
の
８
旨
＆
言
語
ミ
ミ
ム
ミ
辰
量
目
菖
功
Ｃ
の
＆
巳
厨
⑮
＆
ロ
ミ
爲
薯
圃
菖
ｇ
ｏ
費
。
ご
ロ
旨

』
冒
忌
ミ
ョ
ロ
戴
○
冨
巳
旧
Ｐ
屋
←
『
②
缶
日
・
］
・
閂
口
逵
伊
・
『
◎
Ｐ
・
『
Ｃ
、
（
』
の
『
の
）
。

（
蛆
）
二
番
目
の
批
准
書
の
寄
託

を
生
ず
る
（
二
○
条
二
項
）
。

（
蛆
）
「
後
法
は
前
法
を
破
る
」
の
原
則
か
ら
は
、
後
に
発
効
し
た
条
約
が
優
先
す
る
こ
と
と
な
る
。
「
特
別
法
は
一
般
法
を
破
る
」
の
原
則
か
ら
は
、

米
州
証
拠
収
集
条
約
が
米
州
と
い
う
地
域
を
基
本
的
な
基
盤
に
す
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
よ
り
も
米
州
証
拠
収
集
条
約

が
優
先
す
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
の
解
釈
も
決
定
的
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
卿
）
Ｐ
・
ョ
》
②
愚
白
目
・
庁
の
函
Ｐ
＄
Ｐ
こ
の
点
は
、
後
述
３
（
４
）
オ
の
よ
う
に
議
定
書
一
六
条
が
文
書
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
に
つ
い
て
、
包
括
的

な
実
施
拒
否
を
規
定
す
る
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
一
一
三
条
と
同
様
の
条
約
九
条
を
制
限
し
、
特
定
さ
れ
た
文
書
で
あ
れ
ば
嘱
託
書
を
実
施
す
る

よ
う
に
し
た
こ
と
か
ら
、
米
国
に
と
っ
て
特
に
重
要
な
関
心
事
で
あ
る
。

（
蛆
）
現
実
的
に
は
現
在
の
と
こ
ろ
想
定
で
き
な
い
が
、
日
本
に
よ
る
条
約
（
お
よ
び
議
定
書
）
の
加
盟
も
あ
り
得
る
。
な
お
嘱
託
書
条
約
に
関
し

て
は
、
同
条
約
一
九
条
の
同
様
の
制
度
を
利
用
し
て
、
米
州
機
構
の
構
成
国
で
な
い
ス
ペ
イ
ン
が
加
入
し
て
い
る
。

（
蛆
）
二
番
目
の
批
准
書
の
寄
託
後
に
批
准
・
加
入
す
る
国
に
つ
い
て
は
、
条
約
は
、
そ
の
批
准
書
・
加
入
書
の
寄
託
の
後
三
○
日
目
の
日
に
効
力
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（
田
）
多
田
・
前
注
（
３
）
二
六
頁
な
ど
参
照
。

●

（
“
）
ち
な
み
に
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
九
条
二
項
は
、
「
自
国
の
法
律
と
相
容
れ
な
い
場
合
、
又
は
自
国
の
裁
判
実
務
上
若
し
く
は
実
際
上
の
困
難

（
田
）
旨

（
田
）
弁

』
←
』

（
別
）
条
約
二
条
一
項
で
は
「
送
付
先
の
当
局
」
に
転
達
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
、
も
し
も
そ
の
当
局
に
実
施
の
管
轄
が
な
け
れ
ば
他
の
管
轄
当
局

に
移
送
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
（
三
条
二
項
）
、
議
定
書
の
「
適
切
な
司
法
当
局
又
は
そ
の
他
の
裁
判
当
局
」
の
文
言
は
、
上
記
の
条

約
の
部
分
を
明
瞭
に
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。

（
開
）
Ｐ
。
言
寧
の
忌
己
ミ
ロ
ロ
。
（
の
四
一

く
欄
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、

を
す
べ
き
と
の
立
場
を
表
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
議
定
書
に
定
め
ら
れ
た
明
確
か
つ
補
完
的
な
ル
ー
ル
が
条
約
上
の
制
度
の
完
全
な
実
施
に

必
要
で
あ
る
と
の
信
念
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
田
・
頁
の
這
冒
ロ
・
庁
の
ｍ
Ｐ
ｍ
髭
・

（
記
）
四
の
冒
原
の
言
ミ
ロ
・
計
の
屋
色
の
で
は
、
議
定
書
の
加
盟
国
情
報
と
し
て
、
お
そ
ら
く
は
一
九
九
○
年
頃
の
嘱
託
書
議
定
書
の
も
の
が
リ
ス

ト
化
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
書
旧
版
を
も
と
に
記
述
し
た
多
田
・
前
注
（
３
）
四
一
頁
は
、
本
文
の
よ
う
に
訂
正
し
た
い
。

（
印
）
前
述
２
（
１
）
ア
に
お
け
る
刑
事
事
件
な
ど
へ
の
宣
言
に
よ
る
適
用
拡
大
も
、
維
持
さ
れ
て
い
る
（
議
定
書
一
四
条
）
。

（
開
）
米
国
は
加
盟
し
て
い
る
嘱
託
書
条
約
お
よ
び
そ
の
議
定
書
に
つ
い
て
、
双
方
に
加
盟
し
て
い
る
国
と
の
間
で
だ
け
条
約
（
す
な
わ
ち
、
そ
の

共
助
シ
ス
テ
ム
）
は
効
力
が
あ
る
と
の
宣
言
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
Ａ
Ｂ
Ａ
の
報
告
書
（
前
注
（
別
）
参
照
）
も
、
、
同
様
の
宣
言
を
す
べ
き
と

し
て
い
る
。
Ｆ
・
言
の
邑
日
目
・
庁
の
四
Ｐ
宅
］
・
前
注
（
開
）
も
参
照
。

（
開
）
Ｐ
・
貢
の
邑
日
目
。
（
の
四
Ｐ
ｍ
ｍ
ｍ
．
な
お
、
様
式
Ａ
の
項
目
一
二
に
は
、
嘱
託
国
が
受
託
国
に
対
し
て
希
望
す
る
実
施
結
果
返
送
の
期
限
を
害

Ｆ
○
量
『
》
の
虞
己
『
ロ
ロ
。
（
の
国
Ｐ
ｍ
ｍ
Ｐ

弁
護
士
の
立
会
い
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
米
国
実
務
家
に
と
っ
て
大
き
な
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
旧
・
員
の
忌
日
ロ
・
｛
の
画
Ｐ

興
味
深
い
。
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（
乃
）
忌
国
・
外
交
官
ま
た
は
領
事
官
に
よ
る
証
拠
収
集
に
加
え
て
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
一
七
条
で
認
め
ら
れ
て
い
る
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
（
受
任
者
）

（
布
）
昌
只
の
⑭
心

（
測
）
伊
○
コ
・
切
黛
ご
ロ
ロ
。
（
の
ｍ
Ｐ
ｍ
②
『

（
Ⅶ
）
旧
○
二
コ
》
の
愚
冒
ロ
・
芹
の
国
Ｐ
ｍ
の
『
．
ま
た
、
の
四
目
庁
］
の
す
の
Ｐ
の
愚
冒
ロ
。
（
の
ロ
ヨ
も
、
北
米
の
進
歩
的
な
裁
判
実
務
と
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
形
式

的
な
証
拠
規
則
と
の
間
の
妥
協
の
達
成
と
評
す
る
。
議
定
書
起
草
段
階
に
お
け
る
議
論
と
し
て
、
Ｐ
・
負
の
邑
冒
目
・
芹
の
国
Ｐ
』
室
・

（
、
）
ブ
ラ
ジ
ル
と
チ
リ
（
両
国
と
も
議
定
書
の
署
名
し
か
し
て
い
な
い
国
で
あ
る
が
）
も
、
す
で
に
一
六
条
三
項
の
宣
一
百
を
し
て
い
る
。

（
羽
）
多
田
・
前
注
（
３
）
一
二
四
頁
。

（
ね
）
出
呂
種
の
Ｓ
員
、
『
§
８
．
亘
弐
冒
討
冒
雪
言
言
冨
ミ
ド
ロ
ミ
用
８
．
コ
・
旨
菩
①
ｍ
Ｃ
Ｒ
量
ｏ
ミ
ミ
房
昌
冨
・
冨
尋
①
Ｄ
Ｃ
の
「
蔓
○
言
＆
菩
旦
旨
町
忌
①

Ｏ
ｇ
ど
の
蔓
○
冨
・
冨
言
臼
●
冨
冒
”
＆
●
閂
菖
＆
§
８
匹
。
『
Ｃ
員
冒
Ｑ
三
・
「
Ｓ
ミ
ミ
①
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
②
、
恩
薑
討
＆
冒
匿
目
・
Ｐ
・
言
」
①
＆
岳
。

（
］
①
、
、
）
》
ロ
ロ
『
】
□
三
○
○
］
の
目
》
冒
討
「
苫
Ｑ
斡
○
冒
巳
○
○
‐
ｇ
の
日
斡
○
曽
冒
〔
誉
菖
§
＆
Ｑ
ご
冨
冒
ミ
ミ
ミ
荷
風
』
鵠
（
画
三
国
）
。

（
船
）
伊
○
急

（
研
）
』
具
（

（
閉
）
写
貢

（
的
）
な
お

い
る
。

に
よ
り
そ
の
実
施
が
不
可
能
で
あ
る
場
合
」
と
定
め
る
。

（
筋
）
た
だ
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
完
全
な
義
務
づ
け
に
は
成
功
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
点
は
結
局
、
当
事
国
間
の
国
際
礼
譲
な
い
し
は
相
互
主
義
に
か

か
わ
る
問
題
の
ま
ま
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
の
①
Ｐ
の
＆
ゴ
ロ
弓
四
・
戸
の
邑
己
目
。
（
の
局
『
。
．

伊
○
言
・
の
黛
已
ベ
ロ
ロ
。
（
の
国
Ｐ
の
、
『
・

胃
騨
⑭
の
②

な
お
、
議
定
書
と
同
様
の
費
用
シ
ス
テ
ム
を
定
め
る
嘱
託
書
議
定
書
に
つ
い
て
、
米
国
は
相
互
の
保
証
に
よ
る
費
用
の
不
徴
収
を
宣
言
し
て
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（
泥
）
こ
の
点
で
条
約
の
方
が
、
受
託
国
の
当
局
は
強
制
手
段
の
供
与
を
「
で
き
る
」
と
定
め
る
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
（
一
八
条
）
よ
り
も
幾
分

強
力
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
伊
・
弓
・
切
這
冒
口
・
｛
の
四
Ｐ
認
、
．
し
か
し
な
が
ら
、
強
制
手
段
の
供
与
に
つ
い
て
は
、
実
務
に
と
っ
て
イ
ン
パ
ク

ト
お
よ
び
有
用
性
と
も
ほ
と
ん
ど
な
い
と
の
指
摘
も
あ
る
。
の
＆
ゴ
ロ
弓
四
○
百
の
愚
自
目
・
庁
の
』
仰
『
』
・

（
わ
）
議
定
書
起
草
段
階
で
の
議
論
と
し
て
、
田
・
員
の
愚
日
ロ
・
庁
の
画
Ｐ
』
色
・

（
帥
）
田
・
司
・
の
巷
冒
目
。
（
の
図
Ｐ
］
会
・

（
団
）
一
○
条
に
基
づ
い
て
メ
キ
シ
コ
は
、
実
施
場
所
は
領
事
館
で
あ
る
こ
と
、
日
時
の
知
ら
せ
が
十
分
事
前
に
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
通
訳
の
利

用
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
な
ど
の
条
件
を
宣
言
に
よ
り
定
め
て
い
る
。

（
皿
）
国
際
司
法
摩
擦
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
多
田
・
前
注
（
３
）
一
五
三
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
別
）
ア
エ
ロ
ス
パ
シ
ア
ー
ル
判
決
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
多
田
・
前
注
（
３
）
一
六
五
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
別
）
Ｆ
ｏ
員
の
壱
白
目
。
（
の
画
Ｐ
屋
①
。
な
お
、
嘱
託
書
条
約
・
議
定
書
に
関
し
て
は
、
米
国
に
お
い
て
排
他
性
を
否
定
す
る
判
決
が
い
く
つ
か
出

さ
れ
て
い
る
。
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
は
、
【
円
の
】
日
の
『
曰
四
曰
く
・
○
四
の
囚
ご
①
の
『
戸
口
日
ｐ
の
．
シ
・
口
の
○
・
『
・
・
居
句
．
②
ロ
①
農
（
、
岳
Ｑ
『
・
」
の
震
）
．

（
両
）
メ
キ
シ
コ
は
、
強
制
手
段
の
命
〈

与
は
で
き
な
い
と
宣
一
官
し
て
い
る
。

（
泥
）
こ
の
点
で
条
約
の
方
が
、
受
託
一

強
力
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
旨
員

に
よ
る
証
拠
収
集
に
つ
い
て
は
、
米
州
証
拠
収
集
条
約
お
よ
び
議
定
書
に
定
め
が
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
が
条
約
お
よ
び
議
定
書
に
お
い
て
定

め
ら
れ
て
い
な
く
て
も
、
あ
ま
り
大
き
な
不
都
合
は
な
く
、
ハ
ー
グ
条
約
と
の
間
で
実
務
上
の
差
異
は
大
き
く
な
い
と
い
わ
れ
る
。
と
い
う
の
、

は
、
①
ハ
ー
グ
証
拠
収
集
条
約
で
は
留
保
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
同
条
約
一
一
一
三
条
）
、
②
米
州
証
拠
収
集
条
約
一
四
条
の
趣
旨
か
ら
、
コ
ミ
ッ
シ
ョ

ナ
ー
に
よ
る
証
拠
収
集
が
現
に
当
事
国
間
で
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
慣
行
が
優
先
す
る
と
考
え
ら
れ
る
、
③
受
任
者
の
利
用
は
領
事

官
の
利
用
よ
り
も
実
務
上
は
る
か
に
少
な
い
、
か
ら
で
あ
る
。
Ｆ
・
ざ
．
“
邑
冒
目
・
｛
の
崖
『
屋
ロ
勇
伊
・
員
農
ご
日
ロ
・
芹
の
、
Ｐ
屋
、
。

）
メ
キ
シ
コ
は
、
強
制
手
段
の
命
令
が
メ
キ
シ
コ
に
お
い
て
開
始
す
る
訴
訟
手
続
に
排
他
的
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
理
由
に
、
強
制
手
段
の
供
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（
Ⅲ
）
伊
○
言
・
の
黛
己
「
ロ
ロ
○
訂
ｍ
Ｐ
ｍ
ｍ
Ｃ

（
卯
）
前
注

（
開
）
旧
○
肴
・
の
量
、
ベ
ロ
ロ
○
斤
の
画
Ｐ
の
①
○

（
朗
）
』
回
．
⑭
①
つ
め
の
⑮
ロ
房
Ｐ
の
○
百
ヨ
ロ
ロ
己
口
○
戸
の
忌
已
ベ
ロ
ロ
。
（
の
』
ロ
『
国
．

三
［
芦
］
］
。
い
い
○
ぐ
・
ｍ
ｐ
Ｂ
Ｈ
閂
口
重
○
○

（
開
）
伊
○
ミ
・
の
黛
曾
ロ
ロ
。
（
の
画
Ｐ
ｍ
ｍ
①
．

（
船
）
の
○
ず
ゴ
ロ
ご
ロ
ロ
○
戸
の
黛
営
百
口
。
（
の

（
Ｗ
）
旧
○
員
の
黛
営
ロ
ロ
。
｛
の
国
Ｐ
ｍ
ｍ
の
．

（
船
）
の
○
冒
弓
四
℃
ロ
ロ
○
戸
の
屋
已
日
ロ
。
（
の
』
ロ

②
①
の
．
”
］
の
画
Ｐ
の
愚
昌
ロ
・
芹
の
四
四
》
⑫
⑭
①
。
た
だ
し
、
嘱
託
書
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
相
手
国
（
例
え
ば
ブ
ラ
ジ
ル
）
の
法
が
明
定
し
て
い
る
場
合
に
、

国
際
礼
譲
の
観
点
か
ら
嘱
託
書
条
約
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
判
決
も
あ
る
。
最
近
の
も
の
と
し
て
、
臣
丙
の
○
冨
旦
の
の
。
§
の
臣
８
ｍ
ｍ
目
の

冨
包
］
］
．
い
い
○
ぐ
・
ｍ
Ｂ
ｐ
Ｈ
閂
昌
》
］
○
○
門
己
・
・
画
○
○
『
ご
・
の
．
□
】
里
・
伊
団
居
勗
心
』
①
Ｐ
］
（
ご
「
・
□
・
伊
ロ
・
ｍ
Ｃ
Ｃ
『
）
。

（
別
）
参
照
。

『
］
０
『
四
・
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